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　福岡県告示第250号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

告　　　示
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ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番220、１番221、１番225及び１番226の各一部

２�　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第５項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第５項第11号（埋立地管理区域）に該当

　福岡県告示第251号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第252号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平成

31年４月１日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第253号

　道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に基づき、次の県道の路線を廃止

する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、福岡県県土整備部道路維持課において一

般の縦覧に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第254号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

北九州 県道 芦屋港��線

前

遠賀郡芦屋町西
浜町2317番２先
から
遠賀郡芦屋町西
浜町2011番１先
まで

2.9
～
17.0

492.6

うち一般
国道495
号重用延�
長20.8メ�
ートル

後

遠賀郡芦屋町西
浜町3843番４先
から
遠賀郡芦屋町幸

14.0
～
47.0

787.5

町2697番15先ま
で

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

北九州 芦屋港��線 遠賀郡芦屋町西浜町3843番４先から
遠賀郡芦屋町西浜町3840番１先まで

整　理
番　号 路　線　名

起　　点
重要な経過地

終　　点

733 筑後柳河
停車場線

柳川市三橋町筑後柳河停車場

二級国道熊本佐賀線出合（柳川市三橋
町）
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　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第256号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第255号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 一般
国道 385号

前

大川市大字坂井308番４
先から
大川市大字下林462番２
先まで

3.8
～
52.0

4,445.6

前

大川市大字坂井308番４
先から
大川市大字下林462番２
先まで

10.2
～
52.0

4,463.5

後

柳川市西蒲池1030番１先
から
大川市大字下林462番２
先まで

3.8
～
52.0

4,811.9

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

南筑後 一般
国道 443号

前

柳川市三橋町下
百町４番８先か
ら
みやま市瀬高町
小川882番１先
まで

7.0
～
36.6

7,473.0

前

柳川市大和町徳
益687番４先か
ら
みやま市瀬高町
小川882番１先
まで

11.5
～

278.4
6,345.8

後

柳川市三橋町柳
河846番１先か
ら
みやま市瀬高町
小川882番１先
まで

7.0
～
36.6

9,353.0

うち一般
国道208
号重用延
長1,880.0
メートル

後

柳川市三橋町柳
河846番１先か
ら
みやま市瀬高町
小川882番１先
まで

8.8
～
49.5

10,927.3

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

南筑後 県道
橋　本
辻　町��線

前

柳川市上宮永町
139番３先から
柳川市上宮永町
123番６先まで

14.8
～
15.5

187.5
うち一般
国道443
号重用延
長78.0m

後

柳川市上宮永町
139番３先から
柳川市上宮永町
123番６先まで

14.8
～
17.8

187.5
うち一般
国道443
号重用延
長78.0m
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第259号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第260号

　福岡県告示第257号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第258号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

後

柳川市西蒲池1032番１先
から
大川市大字下林462番２
先まで

14.0
～
52.0

4,097.2

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 一般
国道 385号

前

柳川市東蒲池1510番１先
から
柳川市西蒲池1296番１先
まで

3.7
～
22.5

1,109.8

前

柳川市三橋町柳河846番
１先から
柳川市西蒲池1296番１先
まで

15.0
～
43.0

1,716.0

後

柳川市三橋町柳河846番
１先から
柳川市西蒲池1296番１先
まで

15.0
～
43.0

1,716.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 一般
国道 443号

前

みやま市山川町尾野1173
番１先から
みやま市山川町尾野1447
番１先まで

23.0
～
46.5

37.5

後

みやま市山川町尾野1173
番１先から
みやま市山川町尾野1447
番１先まで

24.0
～
43.5

42.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

南筑後 県道
飯　江
長　田��線

前

みやま市山川町
尾野1456番１先
から
みやま市山川町
尾野1929番１先
まで

7.0
～
38.0

842.0

うち一般
国道443
号重用延
長341.2
メートル

後

みやま市山川町
尾野1456番１先
から
みやま市山川町
尾野1929番１先
まで

13.1
～
41.5

619.0
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　福岡県告示第262号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平成

31年３月29日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第263号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第261号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

南筑後 県道
柳　川
筑　後��線

前

柳川市三橋町柳
河1037番２先か
ら
柳川市三橋町柳
河147番２先ま
で

7.5
～
96.0

1,833.0

うち県道
久留米柳
川線重用�
延長733.2
メートル

前

柳川市三橋町柳
河1037番２先か
ら
柳川市三橋町柳
河147番２先ま
で

8.2
～
29.5

1,371.5

後

柳川市三橋町柳
河1037番２先か
ら
柳川市三橋町柳
河148番２先ま
で

7.5
～
96.0

1,833.0

うち県道
久留米柳
川線重用�
延長733.2
メートル

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 県道
飯　江
長　田��線

前

みやま市山川町河原内
239番３先から
みやま市瀬高町大草58番
１先まで

3.4
～
8.4

1,032.0

前

みやま市山川町河原内
239番３先から
みやま市瀬高町大草58番
１先まで

10.1
～
24.0

980.0

後

みやま市山川町河原内
239番３先から
みやま市瀬高町本吉59番
先まで

8.9
～
23.5

980.0

県土整備
事務所名 路 線 名 供　用　開　始　の　区　間

南筑後
柳　川
城　島��線

柳川市西浜武436番１先から
柳川市西浜武425番５先まで
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　福岡県告示第265号

　環境基本法（平成５年法律第91号）第16条第２項の規定に基づき、別表の水域の欄に

掲げる公共用水域が該当する水域類型（水質汚濁に係る環境基準について（昭和46年12

月環境庁告示第59号）の別表２の１の⑴のイ及び⑵のウに掲げる類型をいう。以下同じ

。）を同表の該当類型の欄に掲げるとおり指定するとともに、当該水域類型に係る基準

値の達成期間を同表の達成期間の欄に掲げるとおり定め、平成31年３月29日から施行す

る。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

別表　公共用水域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定

１　筑前海流入河川

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第264号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

久留米 県道
鳥　栖
朝　倉��線

前

小郡市福童435番２先か
ら
小郡市二森1387番１先ま
で

6.5
～
43.0

1,876.5

前

小郡市福童435番２先か
ら
小郡市二森1387番１先ま
で

15.0
～
43.0

1,650.0

後

小郡市福童435番２先か
ら
小郡市二森1387番１先ま
で

15.0
～
43.0

1,650.0

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

前

久留米市山川神
代一丁目10番22
先から
久留米市北野町
今山725番１先
まで

6.0
～
47.1

3,324.7

久留米 県道
久留米
筑紫野��線

前

久留米市山川神
代一丁目10番22
先から
久留米市北野町
今山1552番先ま
で

25.4
～
56.8

4,577.1

うち一般�
国道210号
重用延長
360.0メー
トル

後

久留米市山川神
代三丁目2355番
１先から
久留米市北野町
今山720番１先
まで

6.0
～
47.2

2,355.6

後

久留米市山川神
代一丁目10番22
先から
久留米市北野町
今山1552番先ま
で

25.4
～
56.8

4,577.1

うち一般�
国道210号
重用延長
360.0メー
トル

水　　　　　域 該当
類型

達成
期間

矢矧川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

汐入川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ
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　備考　別紙図面１は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第267号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき指定した土砂災害特別警戒区域（平成26年３月福岡

県告示第295号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第９項において準

用する同条第４項の規定により公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第268号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害警戒区域として指定す

る。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

２　矢部川

注１　該当類型の欄中の類型は、河川の類型を表す。

　２　達成期間の分類は、次のとおりとする。

　　　「イ」は、直ちに達成

　福岡県告示第266号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第７条第１項の規定に基づき指定した土砂災害警戒区域（平成26年３月福岡県告

示第294号）のうち、次の土地の区域の指定を解除するので、同条第６項において準用す

る同条第４項の規定により公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

釣川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

大根川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

桜井川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

雷山川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

加茂川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

福吉川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

水　　　　　域 該当
類型

達成
期間

矢部川上流（水生生物）

矢部川下流（水生生物）

（日向神ダム貯水池を除く
　上矢部川橋から上流）
（上矢部川橋から下流）

生物Ａ

生物Ｂ

イ

イ

飯江川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

沖端川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

塩塚川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

白木川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

辺春川（水生生物） （全域） 生物Ｂ イ

星野川（水生生物） （全域） 生物Ａ イ

日向神ダム貯水池（水生生物） （全域） 生物Ａ イ

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自由ヶ丘10丁目
⒟

宗像市自由ヶ丘十丁目及び名残（別紙図面１に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

自由ヶ丘10丁目
⒟

宗像市自由ヶ丘十丁目及び
名残（別紙図面１に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載
する表のとおり

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類
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　福岡県告示第271号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から廃止の届出があったので、生活保護

法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第269号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第

57号）第９条第１項の規定に基づき、次の土地の区域を土砂災害特別警戒区域として指

定する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　備考　別紙図面１は省略し、その図面を宗像市役所に備え置いて縦覧に供する。

　福岡県告示第270号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた場合

を含む。）の規定に基づき、医療機関の指定をしたので、生活保護法第55条の３（法第

14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように

告示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

自由ヶ丘10丁目
⒟

宗像市自由ヶ丘十丁目及び名残（別紙図面１に
示す区域のとおり） 急傾斜地の崩壊

区域の名称 指　定　の　区　域 土砂災害の発生原因と
なる自然現象の種類

自然現象により建
築物に作用すると
想定される衝撃に
関する事項

自由ヶ丘10丁目
⒟

宗像市自由ヶ丘十丁目及び
名残（別紙図面１に示す区
域のとおり）

急傾斜地の崩壊 別紙図面１に記載
する表のとおり

糸島地生
119 ひらの内科クリニック 糸島市潤三丁目111 Ｈ 31・２・１

朝倉生69 おおしま整形外科 朝倉市甘木2072－１ Ｈ 31・１・１

飯生333 庄田整形外科 飯塚市楽市310－14 Ｈ 31・３・５

春生歯100 花田歯科医院 春日市ちくし台一丁目23 Ｈ 31・１・７

筑紫生歯86 安田歯科・矯正歯科医院 筑紫野市針摺西一丁目３－39 Ｈ 31・３・１

糸島地生歯
54 たかさき歯科クリニック 糸島市二丈吉井4086－14 Ｈ 31・１・１

田生歯96 みのる歯科クリニック 田川市大字奈良1797－412 Ｈ 31・１・１

粕生薬178 秀洋堂薬局　若宮本店 糟屋郡粕屋町若宮二丁目６－５ Ｈ 31・２・１

大野生薬88 クローバー薬局　上大利店
大野城市上大利五丁目15－17－
１ Ｈ 31・１・１

春生薬73 きらり薬局　春日店 春日市若葉台西四丁目２　Kビ
ル若葉台１階102号 Ｈ 31・３・１

糸島地生薬
70

ココカラファイン薬局
波多江店 糸島糸波多江駅南一丁目６－15 Ｈ 31・３・１

中生薬49 新生堂薬局　東中間店 中間市東中間二丁目２－13 Ｈ 31・３・１

大野生訪10 訪問看護ステーションいちご
大野城市仲畑四丁目16－１　
SUNS８　205号 Ｈ 31・２・１

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

糸島地生
120 奥医院 糸島市志摩初 41 －１ Ｈ 31・２・１
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　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６

年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされた

場合を含む。）の規定に基づき、指定医療機関から名称及び所在地の変更の届出があっ

たので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその例によるものとされた場

合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称の変更

２　所在地の変更

　福岡県告示第273号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項（中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成

６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項においてその例によるものとされ

た場合を含む。）の規定に基づき、施術者の指定をしたので、生活保護法第55条の３（

定により次のように告示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　廃止

　福岡県告示第272号

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

糸島地生
106 ひらの内科クリニック 糸島市潤三丁目20－３ Ｈ 31・１・31

糸島地生
62 医療法人奥医院 糸島市志摩初41－１ Ｈ 31・１・31

朝倉生68 おおしま整形外科 朝倉市甘木2072－１ Ｈ 30・12・31

大生158 落合耳鼻咽喉科医院 大牟田市不知火町一丁目６－１ Ｈ 30・12・31

大生116 大久保医院 大牟田市本町三丁目１－６ Ｈ 31・１・31

大生278 大津山医院 大牟田市七浦町147 Ｈ 31・１・31

福津生歯
６ 江藤歯科医院 福津市花見の里三丁目９－８ Ｈ 31・１・31

糸島地生
歯30 かんだ歯科医院 糸島市二丈深江貝田1147－17 Ｈ 31・１・31

粕生薬164 秀洋堂薬局若宮本店 糟屋郡粕屋町若宮二丁目６－５ Ｈ 31・１・31

大生薬127 有限会社てがま調剤薬
局 大牟田市大字手鎌897 Ｈ 31・１・31

直生薬94 安永薬局 直方市古町10－14 Ｈ 30・12・31

行生薬77 マーガレット調剤薬局
行橋 行橋市西宮市一丁目４－５ Ｈ 30・12・31

像生訪５ 宗像病院訪問看護ス
テーション　わだち 宗像市光岡130 Ｈ 29・４・30

指定番号 旧　名　称 新　名　称 所　在　地 変更年月日

大生197
医療法人親仁会米
の山病院附属中央
診療所

社会医療法人　親
仁会　米の山病院
附属中央診療所

大牟田市笹林町二丁
目６－３ Ｈ 31・１・１

大生285 上村耳鼻咽喉科医
院

かみむら耳鼻咽喉
科

大牟田市明治町一丁
目２－１ Ｈ 31・１・23

指定番号 名　　　称 旧所在地 新所在地 変更年月日

大生285 かみむら耳鼻
咽喉科

大牟田市新栄町 16 －
５　深町ビル２Ｆ

大牟田市明治町一丁目
２－１ Ｈ 31・１・23

田生訪
７

医療法人昌和
会　訪問看護
ステーション
であい

田川市大字弓削田 3237 田川市大字弓削田 940
－１ Ｈ 30・12・29

田生訪
12

リハビリ訪問
看護ステーシ�
ョンすばる

田川市大字川宮 1352
－４

田川市大字弓削田 341
－１ Ｈ 30・12・９
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例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のように告示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第275号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により次のよ

うに告示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第274号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項において準用する同法第50条の２（

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号。以下「法」という。）第14条第４項

においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定に基づき、指定を受けた施術

者から廃止の届出があったので、生活保護法第55条の３（法第14条第４項においてその

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 指定年月日

大野生マ39 板元　華凛（OFA療養サポートセンター） 大野城市中三丁目15－12 Ｈ 31・２・18

大生柔93 寺田　貴之（てらだ整骨
院）

大牟田市通町一丁目10－４　東
号室 Ｈ 31・３・６

八女生柔38 村方　薫崇（とらい鍼灸整骨院） 八女市本村73－４ Ｈ 31・１・22

筑生柔24 森山　浩司（響整骨院） 筑後市大字尾島121 Ｈ 31・２・１

大野生柔51 藤木　誠士（NAOSEL大野城整骨院）
大野城市白木原一丁目７－５Ｊ
　クリスタルビル２階 Ｈ 31・２・４

大野生柔52 今坂　智和（NAOSEL大野城整骨院）
大野城市白木原一丁目７－５Ｊ
　クリスタルビル２階 Ｈ 31・２・４

大野生柔53 植杉　真也（NAOSEL大野城整骨院）
大野城市白木原一丁目７－５Ｊ
　クリスタルビル２階 Ｈ 31・２・４

宰生柔50 多々良　友一（とふろう
整骨院）

太宰府市大字通古賀３－16－15
－１Ｆ Ｈ 26・５・１

粕生柔177 後藤　啓介（長者堂整骨
院）

糟屋郡粕屋町長者原東六丁目15
－17 Ｈ 31・２・４

像生はき18 山本　敬子（KEIROW宗像中央ステーション） 宗像市土穴一丁目４－１ Ｈ 31・２・18

指定番号 名　　　称 所　　在　　地 廃止年月日

直生マ35 祝　崇之（マッサージ工
房いやし） 直方市大字直方338－１ Ｈ 31・１・31

田生マ29 田中　伸明（さわやかマ�
ッサージ） 田川市大字伊田3478 Ｈ 30・９・30

田川生マ
60

祝　崇之（マッサージ工
房あんじゅ） 田川郡糸田町4063番地２ Ｈ 31・１・31

春生柔64 堀口　忠弘（整骨院ふじ
た）

春日市小倉二丁目２　小倉不動
産店鋪Ａ号室 Ｈ 31・１・１

福津生柔
41

江上　晃弘（くりえいと
整骨院　福間駅前院）

福津市日蒔野一丁目２－６　プ
リーズマンション101 Ｈ 30・11・30

福津生柔
47

大神　功聖（くりえいと
整骨院　福間駅前院）

福津市日蒔野一丁目２－６　プ
リーズマンション101 Ｈ 30・11・30

田生柔62 白木　啓介（Keepスポー
ツ整骨院） 田川市大字伊田4968－11 Ｈ 31・１・31

直生はき
17

祝　崇之（マッサージ工
房いやし） 直方市大字直方338－１ Ｈ 31・１・31

像生はき
14

白石　香織（神湊鍼灸院�
） 宗像市神湊904 Ｈ 30・12・31

田川生は
き16

祝　崇之（マッサージ工
房あかじゅ） 田川郡糸田町4063番地２ Ｈ 31・１・31
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　福岡県告示第278号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第276号

　水防法（昭和24年法律第193号）第14条第１項の規定に基づく西郷川水系西郷川に係る

洪水浸水想定区域の指定について、当該区域並びに浸水した場合に想定される水深及び

浸水の継続時間を定めたので、同条第３項の規定により公表する。

　その関係図面は、福岡県県土整備部河川管理課及び福岡県北九州県土整備事務所宗像

支所において閲覧に供する。

　浸水想定区域の指定（平成20年福岡県告示第943号）は、廃止する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　福岡県告示第277号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

朝　倉 県道
朝　倉
小石原��線

前

朝倉市須川142番６先か
ら
朝倉市須川139番４先ま
で

2.9
～
82.5

690.9

後

朝倉市須川142番６先か
ら
朝倉市須川139番４先ま
で

2.9
～
82.5

690.9

後

朝倉市須川142番６先か
ら
朝倉市須川139番４先ま
で

4.0
～
82.5

639.5

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

南筑後 県道
本　町
新　田��線
大　川

前

柳川市古賀37番
１先から
柳川市久々原
717番７先まで

3.5
～
24.5

2,879.6

県道大牟
田川副線
重用延長
500.8
メートル

後

柳川市古賀37番
１先から
柳川市久々原
717番７先まで

2.1
～
30.0

3,423.2

県道大牟
田川副線
重用延長
3409.2
メートル

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル）

南筑後 県道
大牟田
川　副��線

前

柳川市大浜町821番１先
から
柳川市田脇196番６先ま
で

2.1
～
29.8

7,554.0

前

柳川市大浜町821番１先
から
柳川市久々原1317番６先
まで

10.5
～
27.5

4,642.7

後

柳川市大浜町821番１先
から
大川市大字一木1043番２
先まで

2.1
～
31.3

9,426.5

後

柳川市大浜町821番１先
から
大川市大字一木1043番２
先まで

6.0
～
37.5

9,178.8
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　公告

　平成30年度福岡県ふぐ処理師試験（平成31年３月７日実施）の合格者を平成31年３月

28日に次のように発表したので、公告します。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　合格者受験番号

　公告

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第

14条の３の２の規定に基づき行政処分を行ったので、福岡県産業廃棄物の不適正処理の

防止に関する条例（平成14年福岡県条例第80号）第19条第２項第４号の規定により次の

とおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　処分を受けた事業者

　⑴　名称

　福岡県告示第279号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

後

柳川市大浜町821番１先
から
大川市大字一木1043番２
先まで

10.5
～
27.5

8,832.7

県土整備
事務所名

道路の
種 類 路線名 変 更

前後別 区　　　　間 幅 員
（メートル）

延 長
（メートル） 備考

那　珂 県道 飯　塚��線
大野城

前

大野城市乙金東
二丁目1168番３
先から
大野城市山田四
丁目458番１先
まで

8.4
～
32.0

3,390.0

前

大野城市乙金東
二丁目1168番３
先から
大野城市山田二
丁目573番５先
まで

25.0
～
49.0

3,380.0

うち県道
福岡早良
大野城線
重用延長
1,040.1メ
ートル

後

大野城市山田三
丁目286番１先
から
大野城市山田四
丁目458番１先
まで

8.6
～
43.1

826.5

うち県道
福岡早良
大野城線
重用延長
40.6メー
トル

後

大野城市乙金東
二丁目1168番３
先から
大野城市山田二
丁目573番５先
まで

25.0
～
49.0

3,380.0

うち県道
福岡早良
大野城線
重用延長
1,040.1メ
ートル

公　　　告

1 23 37 52 70 97

3 24 38 53 71 98

9 26 39 54 74 99

11 27 40 55 77 101

13 28 41 56 78 102

14 29 43 57 83 103

15 32 45 61 84 105

16 33 46 62 90

17 35 47 67 94

18 36 50 68 96
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　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　イオン志摩店

　⑵　所在地　糸島市志摩津和崎29番地１

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）附則第５条第１

項の規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見

の概要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　ルミエール太宰府店　仮店舗

　⑵　所在地　太宰府市大字大佐野56　外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　意見なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定に基づき、大規模

小売店舗の新設の届出があったので、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　　御前崎海運株式会社

　⑵　所在地

　　　広島県豊田郡大崎上島町中野5929番地

　⑶　代表者

　　　代表取締役　小池　裕治

２　行政処分の内容

　　産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

３　処分の年月日

　　平成31年３月８日

４　処分の理由

　�　御前崎海運株式会社は、法第14条第５項第２号イに規定する法第７条第５項第４号

ハの規定に該当し、法第14条の３の２第１項第４号の規定に該当するに至った。

　公告

　総合特別区域法（平成23年法律第81号）第26条第１項の規定に基づき、指定法人の指

定をしたので、総合特別区域法施行規則（平成23年内閣府令第39号）第17条第10項の規

定により次のように公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

法人の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日 指定の有効期間

株式会社ＦＴＳ 愛知県豊田市鴻ノ巣町
二丁目 26 番地 平成 31 年３月 18 日 平成 34 年３月 17 日

まで

株式会社ＦＴＳ九
州

大分県宇佐市大字猿渡
字糸口 1120 番地 19 平成 31 年３月 18 日 平成 34 年３月 17 日

まで
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　⑶　荷さばき施設の位置及び面積

　⑷　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

　　　午前９時00分～午後10時00分

　⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　　午前８時30分～午後10時30分

　⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

　⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

　　　午前７時00分～午後９時00分

　公告

　大木町土地改良区から役員の退任の届出があったので、土地改良法（昭和24年法律第

195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成31年３月29日

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

　　平成31年３月８日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　　アスタラビスタ下庄店

　⑵　所在地　みやま市瀬高町下庄字筒井1537番１他

３�　大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　⑴　大規模小売店舗を設置する者

　⑵　当該大規模小売店舗において小売業を行う者

４　大規模小売店舗を新設する日

　　平成31年11月11日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

　　1,600平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐車場の位置及び収容台数

　⑵　駐輪場の位置及び収容台数

氏�名�又�は�名�称 住　　　　所

株式会社アスタラビスタ 代表取締役社長　馬淵　
幸洋 三潴郡大木町大字高橋 518 番地

氏�名�又�は�名�称 住　　　　所

株式会社アスタラビスタ 代表取締役社長　馬淵　
幸洋 三潴郡大木町大字高橋 518 番地

駐 車 場 の 位 置 収容台数（台）

敷地西側 130

敷地南西側 8

合計 138

駐 輪 場 の 位 置 収容台数（台）

敷地南西側 30

�合計 30

荷さばき施設の位置 面積（平方メートル）

建物北東側 70

合計 70

廃棄物等の保管施設の位置 容量（立方メートル）

建物北西側 9.375

建物北西側 5.625

建物北西側 5.000

建物北西側 3.750

合計 23.750

出 入 口 の 数 位　置
２箇所 敷地西側及び南西側
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　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　退任理事

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定に基づき、次のように国土調

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

氏　　　名 住　　　　　　　　　　　所

川村　豊 三潴郡大木町大字上木佐木638番地

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

みやま市 平成29年度から
平成30年度まで

地籍図及び地
籍簿 瀬高町下庄の一部 平成31年３月19日

田川市 平成25年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字夏吉の一部 平成31年３月19日

田川郡糸田町 平成21年度から
平成30年度まで

地籍図及び地
籍簿 南糸田の一部 平成31年３月19日

調査を行った
者の名称

調査を行った期
間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

田川市 平成28年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字猪国の一部 平成31年３月19日

古賀市 平成25年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 谷山の一部 平成31年３月19日

調査を行った
者の名称

調査を行った期
間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

田川市 平成28年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字伊加利の一部 平成31年３月19日

宮若市 平成24年度から
平成27年度まで

地籍図及び地
籍簿 下有木の一部 平成31年３月19日

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

みやま市 平成29年度から
平成30年度まで

地籍図及び地
籍簿 瀬高町下庄の一部 平成31年３月19日

田川市 平成28年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字弓削田の一部 平成31年３月19日

田川郡糸田町 平成26年度から
平成30年度まで

地籍図及び地
籍簿

打越・下糸田の各
一部 平成31年３月19日
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福岡県知事　　小　川　　洋　　

　筑豊広域都市計画用途地域の変更（平成31年３月12日田川市告示第37号）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　筑紫野市針摺東二丁目596番７、596番13、603番６、603番７、603番15、603番75、

603番245から603番301まで及びこれらの区域内の水路である市有地の一部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　北九州市八幡西区幸神四丁目７番６号

　　辰巳開発株式会社

　　代表取締役　今村　重記

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　�　太宰府市石坂二丁目3549番３から3549番21まで、3561番１、3561番12から3561番14

まで、3561番16から3561番36まで、3562番11、5154番１及び5154番６から5154番15まで

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　福岡市中央区港二丁目12番４号

　　株式会社総合住建

　　代表取締役　山𥔎　祥生

査の成果を認証したので、同条第４項の規定により公告する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長

から次のように基本測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公

示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　測量の種類

　　基本測量（電子国土基本図（地図情報）修正）

　　基本測量（国土広域情報　修正）

２　測量の実施地域及び実施期間

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第20条第１項

の規定により田川市から送付のあった次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都

市計画課において公衆の縦覧に供する。

　　平成31年３月29日

調査を行った
者の名称

調査を行った
期間 成果の名称 調査を行った地域 認証年月日

田川市 平成28年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字伊田の一部 平成31年３月19日

直方市 平成17年度から
平成29年度まで

地籍図及び地
籍簿 大字植木の一部 平成31年３月19日

実　　　施　　　地　　　域 実　施　期　間

福岡県内全域 平成31年４月１日から
平成32年３月31日まで
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　備考

　　１�　この表において「土・日・休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す

る法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日を、「平日」とは、これら以外の

日をいう。

　　２�　この表において「入場料を徴収する場合」とは、使用者が利用の際、第三者か

ら入場料又はこれに相当する料金を徴収する場合をいう。

　公告

　福岡県立体育・スポーツ施設条例（昭和63年福岡県条例第21号）第９条第２項の規定

に基づき、福岡県立総合射撃場の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次

のように公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　福岡県立総合射撃場

２　位置

　　筑紫野市大字柚須原223－25

３　利用料金の承認年月日

　　平成31年３月29日

４　利用料金

　⑴　個人使用の場合

　公告

　福岡県都市公園条例（昭和52年福岡県条例第12号）第17条の６第２項の規定に基づき

、大濠公園能楽堂の利用料金を承認したので、同条第４項の規定により次のように公示

する。

　　平成31年３月29日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名称

　　大濠公園能楽堂

２　位置

　　福岡市中央区大濠公園１番５号

３　利用料金の承認年月日

　　平成31年３月29日

４　利用料金

区分

単位・金額

午前９時
から正午
まで

午後１時
から午後
５時まで

午前９時
から午後
５時まで

午後６時
から午後
９時まで

午後１時
から午後
９時まで

入場料を
徴収しな
い場合

舞台 平日 11,140円 14,890円 26,030円 13,410円 28,300円
土・日・休日 13,870円 18,640円 32,510円 16,600円 35,240円

見所 平日 25,690円 34,330円 60,020円 30,810円 65,140円

土・日・休日 32,170円 42,860円 75,030円 38,650円 81,510円

楽屋 平日 6,020円 7,950円 13,970円 7,270円 15,220円

土・日・休日 7,500円 10,000円 17,500円 8,980円 18,980円

全館 平日 42,850円 57,170円 100,020円 51,490円 108,660円

土・日・休日 53,540円 71,500円 125,040円 64,230円 135,730円

入場料を
徴収する
場合

舞台 平日 22,280円 29,790円 52,070円 26,720円 56,510円

土・日・休日 27,850円 37,180円 65,030円 33,420円 70,600円

見所 平日 51,500円 68,560円 120,060円 61,850円 130,410円

土・日・休日 64,350円 85,730円 150,080円 77,200円 162,930円

楽屋 平日 11,930円 16,030円 27,960円 14,320円 30,350円

土・日・休日 15,000円 20,010円 35,010円 17,960円 37,970円

全館 平日 85,710円 114,380円 200,090円 102,890円 217,270円

土・日・休日 107,200円 142,920円 250,120円 128,580円 271,500円

種　　　類 単　位 区　　分 料金（１人）

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

エアライフル １　日

児童及び生徒 230円

学生 430円

その他の者 630円

児童及び生徒 190円
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　備考

　１�　料金が日を単位として定められている場合において、使用時間が１日に満たない

ときは、１日とする。

　２�　「占用使用」とは、ライフル射撃場のエアライフル若しくはスモールボアライフ

ル若しくは大口径射撃場の施設を独占して使用する場合又はスキート射撃場若しく

はトラップ射撃場の１面を独占して使用する場合をいい、「個人使用」とは、ライ

フル射撃場のビームライフルの施設にあっては当該施設を使用する場合を、それ以

外の施設にあっては占用使用以外の場合をいう。

　３�　「児童」とは小学校（義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む

。）の児童及びこれらに準ずる者（ライフル射撃場のエアライフルの施設の個人使

用の場合にあっては10歳未満の者を除く。）を、「生徒」とは中学校（義務教育学

校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。）又は

高等学校（中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。）の生徒及

びこれらに準ずる者（ライフル射撃場のスモールボアライフルの施設の個人使用の

場合にあっては18歳未満の者を除く。）を、「学生」とは大学の学生及びこれに準

ずる者をいう。

　福岡県選挙管理委員会告示第65号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項の規定に基づく県条例の制定若しく

は改廃の請求又は同法第75条第１項の規定に基づく県の事務の執行に関する監査の請求

をする場合の選挙権を有する者の総数の50分の１の数は、平成31年３月１日現在におけ

　⑵　占用使用の場合

ビームライフル １　日 学生 390円

その他の者 590円

スモールボアライフル １　日

生徒 500円

学生 700円

その他の者 900円

散弾銃射撃場
　スキート射撃場
　トラップ射撃場

１　日 2,500円

大
口
径
射
撃
場

ライフル銃 １　日 2,360円

散弾銃（スラグ弾） １　日 2,770円

種　　　類 単　　位 料　　金

ラ
イ
フ
ル
射
撃
場

エアライフル

９時から12時まで 40円に利用人数を乗じた
額及び10,000円の合計額

12時から17時まで 40円に利用人数を乗じた
額及び16,700円の合計額

９時から17時まで 40円に利用人数を乗じた
額及び26,800円の合計額

スモールボアライフル

９時から12時まで 310円に利用人数を乗じた
額及び10,000円の合計額

12時から17時まで 310円に利用人数を乗じた
額及び16,700円の合計額

９時から17時まで 310円に利用人数を乗じた
額及び26,800円の合計額

散弾銃射撃場
　スキート射撃場
　トラップ射撃場

１　日 1,900円に利用人数を乗じ
た額及び18,400円の合計額

大
口
径
射
撃
場

ライフル銃
９時から12時まで 950円に利用人数を乗じた

額及び23,400円の合計額

12時から17時まで 950円に利用人数を乗じた
額及び37,800円の合計額

９時から17時まで 950円に利用人数を乗じた
額及び57,300円の合計額

散弾銃（スラグ弾）

９時から12時まで 950円に利用人数を乗じた
額及び29,900円の合計額

12時から17時まで 950円に利用人数を乗じた
額及び46,900円の合計額

９時から17時まで 950円に利用人数を乗じた
額及び71,600円の合計額

選挙管理委員会
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る選挙人名簿により、次のようになった。

　　平成31年３月29日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克��已　　

　　84,690

　福岡県選挙管理委員会告示第66号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第１項の規定に基づく県議会の解散の請求

、同法第81条第１項の規定に基づく知事の解職の請求若しくは同法第86条第１項の規定

に基づく副知事、県の選挙管理委員、県の監査委員若しくは公安委員会の委員の解職の

請求又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第８条第１

項の規定に基づく県の教育委員会の委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者の

総数の80万を超える数に８分の１を乗じて得た数と40万に６分の１を乗じて得た数と40

万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、平成31年３月１日現在における選

挙人名簿により、次のようになった。

　　平成31年３月29日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克��已　　

　　629,310

　福岡県選挙管理委員会告示第67号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第１項の規定に基づく県議会の議員の解職

の請求をする場合の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数は、平成

31年３月１日現在における選挙人名簿により、次のようになった。

　　平成31年３月29日

福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克��已　　

選　挙　区　名 選挙権を有する者の総数の３分の１の数

北九州市門司区 28,151

北九州市小倉北区 50,752

北九州市小倉南区 58,574

北九州市若松区 23,080

北九州市八幡東区 19,042

北九州市八幡西区 70,432

北九州市戸畑区 16,408

福岡市東区 82,507

福岡市博多区 64,070

福岡市中央区 53,000

福岡市南区 71,035

福岡市城南区 34,505

福岡市早良区 58,789

福岡市西区 55,948

大牟田市 32,964

久留米市 83,649

直方市 15,804

飯塚市・嘉穂郡 39,663

田川市 13,333

柳川市 18,743

八女市・八女郡 23,422

筑後市 13,417

大川市・三潴郡 13,730

行橋市 20,279

中間市 12,056

小郡市・三井郡 20,430

筑紫野市 28,405

春日市 30,469

大野城市 27,107

宗像市 26,803

太宰府市 19,647

古賀市 16,127

福津市 17,506

うきは市 8,342
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　監査公表第29号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した農林水産部出

先機関定期監査結果の報告（平成30年11月12日30監総第525号）に基づき、知事から措置

を講じた旨の通知があったので、同条第12項の規定により、次のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之

宮若市・鞍手郡 14,691

嘉麻市 10,948

朝倉市・朝倉郡 23,804

みやま市 10,733

糸島市 27,959

那珂川市 13,398

糟屋郡 61,359

遠賀郡 26,168

田川郡 22,136

京都郡 15,673

築上郡・豊前市 16,449

監査委員
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３
０
農
政
第
２
５
３
２
号

平
成
３
１
年
３
月
７
日

福
岡
県
監
査
委
員
山
下

郎
様

同
行
正
晴
實
様

同
岩
﨑

勇
様

同
江
藤
秀
之
様

福
岡
県
知
事

小
川

洋

監
査
の
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成
３
０
年
１
１
月
１
２
日
３
０
監
総
第
５
２
５
号
の
監
査
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
講

じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
。

記

注
意
事
項

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

農
林
水
産
部

舗
装
復
旧
工
事
に
お
け
る
ガ
ー

ド
レ
ー
ル
設
置
工
の
変
更
設
計
に

お
い
て
、
誤
っ
た
施
工
規
模
の
単
価

を
使
用
し
た
た
め
、
積
算
過
大
と
な

っ
て
い
た
。

設
計
積
算
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
に
つ
い
て
、
工
事
数
量
の
確
認
を
中

心
と
し
た
も
の
に
加
え
、
資
材
費
等
基

礎
的
単
価
の
根
拠
や
施
工
単
価
と
そ

の
適
用
条
件
の
確
認
等
を
含
め
た
も

の
へ
全
面
的
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
ま
た
、
設
計
積
算
の
チ
ェ
ッ
ク
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
副
担
当
１
名
で
行

っ
て
い
た
が
、
副
担
当
２
名
で
行
う
こ

と
と
し
た
。

 
さ
ら
に
、
係
長
及
び
課
長
で
チ
ェ
ッ

ク
す
る
範
囲
を
分
担
し
て
行
う
。

 
こ
れ
ら
の
新
た
な
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
つ
い
て
、
職
員

に
周
知
徹
底
を
行
い
、
適
正
な
設
計
積

算
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

農
林
水
産
部

舗
装
工
事
の
区
画
線
工
に
お
い

て
、
誤
っ
た
施
工
規
模
の
単
価
を
使

用
し
た
た
め
、
積
算
過
大
と
な
っ
て

い
た
。

設
計
積
算
に
係
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
に
つ
い
て
、
工
事
数
量
の
確
認
を
中

心
と
し
た
も
の
に
加
え
、
資
材
費
等
基

礎
的
単
価
の
根
拠
や
施
工
単
価
と
そ

の
適
用
条
件
の
確
認
等
を
含
め
た
も

の
へ
全
面
的
に
見
直
し
を
行
っ
た
。

 
ま
た
、
設
計
積
算
の
チ
ェ
ッ
ク
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
副
担
当
１
名
で
行

っ
て
い
た
が
、
副
担
当
２
名
で
行
う
こ

と
と
し
た
。

 
さ
ら
に
、
係
長
及
び
課
長
で
チ
ェ
ッ

ク
す
る
範
囲
を
分
担
し
て
行
う
。

 
こ
れ
ら
の
新
た
な
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス

ト
や
チ
ェ
ッ
ク
体
制
に
つ
い
て
、
職
員

に
周
知
徹
底
を
行
い
、
適
正
な
設
計
積

算
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
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　監査公表第30号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づく行政監査「ソーシャ

ルメディアの活用状況等について」を県民情報広報課等24機関について実施したので、

その結果を次のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之



第
４
０
８
０
号

福
岡

県
公

報
25

平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

監
査
公
表
第

号
（
平
成

30
年

月
日
、
県
広
報
第

号
）

 
   

 
平
成

30
年
度

 

 
行
政
監
査
結
果
報
告
書

 
  

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
状
況
等
に
つ
い
て
）

 
      

平
成

30
年
３
月

 
 

福
 岡

 県
 監

 査
 委

 員
 



第
４
０
８
０
号

福
岡

県
公

報
26

平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

0 
 

目
次

第
１

監
査
の
概
要

１
テ
ー
マ

２
テ
ー
マ
選
定
の
理
由

３
対
象
機
関
及
び
対
象
事
務
の
選
定

４
着
眼
点 活
用
状
況

リ
ス
ク
管
理

利
用
指
針
の
所
管
課
の
状
況

５
利
用
指
針

６
実
施
期
間

７
実
施
方
法

第
２

監
査
の
結
果
及
び
意
見

１
利
用
機
関
に
つ
い
て

活
用
状
況

利
用
指
針
の
遵
守
等
の
状
況

２
利
用
指
針
の
所
管
課
に
つ
い
て

指
針
の
策
定

利
用
状
況
の
把
握

ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
と
対
応

利
用
機
関
に
対
す
る
研
修
等
の
実
施

３
総
括
意
見

【
参
考
資
料
】

○
用
語
解
説

○
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
機
関
の
状
況
に
つ
い
て
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 第
１

監
査
の
概
要

 
１

テ
ー
マ

 
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
状
況
等
に
つ
い
て
」

 
２

テ
ー
マ
選
定
の
理
由

 
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
※
は
、
近
年
利
用

者
が
増
加
し
、
人
々
の
生
活
に
身
近
な
情
報
の
伝
達
手
段
と
し
て
浸
透
し
て
お
り
、
企

業
や
自
治
体
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
が
増
加
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
県
に
お
い
て
も
、
広
報
紙
や
テ
レ
ビ
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
等
を
利
用
し
た
情

報
発
信
手
段
の
多
様
化
を
図
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
広
報
媒
体
の
特
性
を
踏
ま
え
た
効
果
的

な
情
報
発
信
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
に
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
を
開
始
し
た
も
の
の
そ

の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
情
報
発
信
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い

と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ま
た
、
不
正
確
な
情
報
や
公
序
良
俗
に
反
す
る
よ
う
な
情
報
を
誤
っ
て
発
信
し
た
場

合
に
は
、
情
報
が
瞬
時
に
拡
散
す
る
と
い
う
特
性
か
ら
、
甚
大
な
損
害
を
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
不
適
切
な
表
現
等
を
使
用
し
た
こ
と
に
よ
り
、
特
定
又
は
不
特

定
の
者
の
感
情
を
害
す
る
な
ど
、
不
測
の
事
態
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
。

そ
こ
で
、
今
回
、
本
県
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
に
関

し
、
そ
の
活
用
状
況
と
リ
ス
ク
管
理
等
の
観
点
か
ら
監
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、

今
後
の
県
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
や
行
政
事
務
の
改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

こ
の
テ
ー
マ
を
選
定
し
た
。

※
…
民
間
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
、
利
用
者
自
ら

が
不
特
定
多
数
に
対
し
て
情
報
を
発
信
、
あ
る
い
は
相
互
に
情
報
の
や
り
と
り
や
共
有

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
情
報
伝
達
媒
体
。

 

３
対
象
機
関
及
び
対
象
事
務
の
選
定

監
査
の
実
施
に
先
立
っ
て
、
知
事
部
局
ほ
か
計
４
２
８
機
関
を
対
象
に
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
の
利
用
状
況
に
関
す
る
予
備
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
表
Ⅰ
の
と
お
り

５
１
機
関
に
お
い
て
計
９
９
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
事
務
が

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

 
 
表
Ⅰ

行
政
監
査
予
備
監
査
の
結
果

 

 

秘
書

室
・
総

務
部

企
画

・
地

域
振

興
部

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

保
健

医
療

介
護

部

福
祉

労
働

部

環
　

境
　

部

商
　

工
　

部

農
林

水
産

部

県
土

整
備

部

建
築

都
市

部

会
計

管
理

局

教
育

委
員

会

警
察

本
部

企
業

局
・
議

会
事

務
局

・
そ

の
他

行
政

委
員

会
の

事
務

局

合
 
 
 
 
計

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

利
用

状
況

機
関

数
ア

カ
ウ

ン
ト
数

部
　

局
　

等
対

象
機

関
数
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こ
の
中
か
ら
、
利
用
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
種
類
や
情
報
発
信
の
状
況
等
を

踏
ま
え
、
表
Ⅱ
の
１
（
次
頁
参
照
）
の
と
お
り

20
機
関
計

20
事
務
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ

デ
ィ
ア
の
利
用
機
関
と
し
て
の
監
査
対
象
と
し
た
。

 
ま
た
、
利
用
指
針
の
所
管
課
と
し
て
、
知
事
部
局
に
お
い
て
は
総
務
部
県
民
情
報
広

報
課
及
び
企
画
・
地
域
振
興
部
情
報
政
策
課
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
教
育
総
務
部

総
務
企
画
課
、
警
察
本
部
に
お
い
て
は
総
務
部
広
報
課
の
４
機
関
（
表
Ⅱ
の
２
）
を
監

査
対
象
機
関
と
し
た
。

 

４
着
眼
点

活
用
状
況

ア
情
報
発
信
の
対
象
者
や
発
信
目
的
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

イ
発
信
す
る
内
容
は
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

ウ
発
信
の
頻
度
や
閲
覧
状
況
の
把
握
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

リ
ス
ク
管
理

ア
発
信
内
容
に
対
す
る
上
司
等
の
確
認
は
行
わ
れ
て
い
る
か
。

イ
ト
ラ
ブ
ル
防
止
の
た
め
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
監
視
）
は
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ウ
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
の
対
応
状
況
は
ど
う
か
。

利
用
指
針
の
所
管
課
の
状
況

ア
各
所
属
に
対
す
る
指
導
や
研
修
等
は
行
わ
れ
て
い
る
か
。

イ
各
所
属
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。

ウ
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
、
内
容
を
把
握
し
て
い
る
か
。
ま
た
、
再
発
防
止

へ
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
か
。

５
利
用
指
針

本
県
で
は
、
職
務
上
に
お
い
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
際
の
指
針
と
し

て
、
知
事
部
局
に
お
い
て
は
平
成

年
８
月
に
「
福
岡
県
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利

用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
平
成

年
５
月
に
「
福
岡
県
教

育
委
員
会
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
し
、
こ
れ
に
基
づ
き

適
切
な
運
用
を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
本
部
に
お
い
て
も
、
平
成

年
３
月
に
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
の
運
用
に
つ
い
て
通

達
」
を
発
出
し
、
同
様
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

な
お
、
知
事
部
局
に
お
い
て
は
、
他
の
団
体
と
共
同
し
て
運
用
し
て
い
る
ア
カ
ウ
ン

ト
に
つ
い
て
は
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
対
象
と
は
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
十
分

留
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

６
実
施
期
間

平
成

年
９
月

日
（
木
）
～
平
成

年
月

日
（
水
）

７
実
施
方
法

３
に
記
載
し
て
い
る
延
べ

機
関
に
つ
い
て
監
査
を
実
施
し
た
。
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表
Ⅱ

監
査
対
象
機
関
及
び
監
査
対
象
事
務

１
　

ソ
ー

シ
ャ

ル
メ

デ
ィ

ア
の

利
用

機
関

事
務

（
ア

カ
ウ

ン
ト
）
名

メ
デ

ィ
ア

の
種

類

総
務

部 県
民

情
報

広
報

課
ふ

く
お

か
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
テ

レ
ビ

Y
o
u
tu

b
e版

ユ
ー

チ
ュ

ー
ブ

公
文

書
館

福
岡

共
同

公
文

書
館

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク

企
画

・
地

域
振

興
部

広
域

地
域

振
興

課
京

築
連

帯
ア

メ
ニ

テ
ィ

都
市

圏
推

進
会

議
（
※

）
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

国
際

局
国

際
政

策
課

ア
ジ

ア
ン

ビ
ー

ト
(※

）
ツ

イ
ッ

タ
ー

東
京

事
務

所
福

岡
県

東
京

事
務

所
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

生
活

安
全

課
女

性
と

子
ど

も
の

安
全

・
安

心
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
 青

少
年

育
成

課
〈
公

式
〉
ふ

く
お

か
若

者
魁

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
（
福

岡
県

）
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

福
祉

労
働

部

労
働

局
労

働
政

策
課

福
岡

県
若

者
し

ご
と

サ
ポ

ー
ト
セ

ン
タ

ー
ラ

イ
ン

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校

福
岡

県
立

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク

環
境

部 環
境

保
全

課
エ

コ
ト
ン

の
エ

コ
日

記
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

商
工

部 新
事

業
支

援
課

創
業

+
応

援
く
ら

ぶ
F
U

K
U

O
K

A
（
※

）
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

観
光

局
観

光
振

興
課

fu
ku

o
ka

d
ee

p
s(

※
）

イ
ン

ス
タ

グ
ラ

ム

北
九

州
中

小
企

業
振

興
事

務
所

北
九

州
地

域
中

小
企

業
支

援
協

議
会

（
※

）
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

農
林

水
産

部

園
芸

振
興

課
福

岡
県

ク
ッ

ク
パ

ッ
ド

公
式

キ
ッ

チ
ン

ク
ッ

ク
パ

ッ
ド

経
営

技
術

支
援

課
ふ

く
お

か
女

性
農

業
者

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
フ

ェ
イ

ス
ブ

ッ
ク

美
術

館
福

岡
県

立
美

術
館

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク

図
書

館
福

岡
県

立
図

書
館

ツ
イ

ッ
タ

ー

久
留

米
高

等
学

校
久

高
L
ife

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク

総
務

部
広

報
課

福
岡

県
警

察
公

式
チ

ャ
ン

ネ
ル

ユ
ー

チ
ュ

ー
ブ

交
通

部
交

通
企

画
課

福
岡

県
警

察
本

部
交

通
企

画
課

T
w
it
te

r
ツ

イ
ッ

タ
ー

2
0
機

関

（
※

）
…

他
の

団
体

と
共

同
で

運
用

し
て

い
る

も
の

【
５

機
関

】

知 　 事 　 部 　 局

機
関

名

2
0
事

務

教 育 委 員 会 警 察 本 部

合
計

２
　

利
用

指
針

の
所

管
課

知
事

部
局

教
育

委
員

会
警

察
本

部

総
務

部
県

民
情

報
広

報
課

企
画

・
地

域
振

興
部

情
報

政
策

課

総
務

部
広

報
課

教
育

総
務

部
総

務
企

画
課

合
　

　
計

　
　

　
　

　
４

機
関
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２

監
査
の
結
果
及
び
意
見

１
利
用
機
関
に
つ
い
て

活
用
状
況

ア
情
報
発
信
の
目
的
と
対
象
者

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
の
目
的
に
つ
い
て
調
査
し
た
と

こ
ろ
、
い
ず
れ
の
機
関
も
「
県
の
施
策
に
関
す
る
情
報
を
発
信
す
る
」
「
活
動
内

容
や
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
情
報
等
を
幅
広
く
周
知
す
る
」
「
県
民
に
交
流
の
場
を
提

供
す
る
」
な
ど
の
目
的
を
設
定
の
上
、
必
要
に
応
じ
て
運
用
ポ
リ
シ
ー
や
ソ
ー
シ

ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
内
に
記
載
す
る
な
ど
し
て
、
情
報
発
信
の
目
的
を
明
確
に
し
て
い

た
。 ま
た
、
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
表
１
の
と
お
り

機
関
が
全
て
の
世
代
を
対

象
に
情
報
発
信
を
行
っ
て
お
り
、
５
機
関
が
対
象
者
の
主
な
世
代
を
想
定
の
上
、

情
報
発
信
を
行
っ
て
い
た
。

表
１

想
定
し
て
い
る
主
な
対
象
者

 
項

目
 

機
関
数

 
特
に
設
定
な
し

代
以
下
及
び

代

代
以
下
、

代
及
び

代

代
か
ら

代

合
計

 
イ

情
報
発
信
の
頻
度

対
象
機
関
に
お
け
る
情
報
発
信
の
頻
度
を
調
査
し
た
結
果
は
表
２
の
と
お
り
で

あ
り
、
月
に
１
回
以
上
情
報
を
発
信
し
て
い
る
機
関
は

機
関
で
あ
っ
た
。

特
に
、
国
際
政
策
課
や
図
書
館
に
お
い
て
は
、
自
動
投
稿
機
能
を
利
用
し
、

１
日
３
～
４
回
発
信
す
る
な
ど
、
閲
覧
数
の
向
上
を
図
る
た
め
の
工
夫
を
行
っ
て

い
た
。

な
お
、
「
そ
の
他
」
の
内
容
と
し
て
は
、
「
イ
ベ
ン
ト
開
催
な
ど
、
発
信
案
件
が

あ
っ
た
都
度
」
が
６
機
関
と
最
も
多
か
っ
た
が
、
長
期
間
に
わ
た
り
発
信
を
行
っ

て
い
な
い
機
関
や
、
年
に
１
，
２
回
程
度
の
発
信
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
機
関
も
あ

っ
た
。

表
２

情
報
発
信
の
頻
度

 
項

目
 

機
関
数

 
ほ
ぼ
毎
日

週
に
～
回

月
に

回

月
に
～
回

そ
の
他

合
計
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ウ
情
報
発
信
の
工
夫
と
閲
覧
状
況
の
把
握

○
情
報
発
信
の
工
夫

情
報
の
発
信
に
当
た
り
、
そ
の
発
信
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
す
る
た
め
、

・
よ
り
多
く
の
人
に
ア
ク
セ
ス
し
て
も
ら
え
る
よ
う
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

ア
へ
の
ア
ク
セ
ス
数
が
多
く
な
る
と
さ
れ
る
正
午
頃
や
午
後
６
時
頃
に
発
信

す
る
。

・
自
動
投
稿
機
能
を
利
用
し
、
１
日
に
３
～
４
回
発
信
す
る
。

・
行
政
用
語
を
分
か
り
や
す
い
言
葉
に
置
き
換
え
て
表
現
す
る
よ
う
に
し
て

い
る
。

・
情
報
発
信
に
併
せ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る
周
知
や
他
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
に
も
投
稿
を
行
う
。

・
目
に
留
ま
り
や
す
い
よ
う
、
基
本
的
に
画
像
を
添
付
し
投
稿
し
て
い
る
。

・
『
い
い
ね
』
等
の
反
応
が
多
い
投
稿
を
分
析
し
、
投
稿
内
容
や
発
信
時
刻

に
反
映
し
て
い
る
。

な
ど
、
各
機
関
に
お
い
て
工
夫
が
見
ら
れ
た
。

○
閲
覧
状
況
の
把
握

対
象
機
関
に
お
い
て
、
分
析
機
能
等
を
利
用
し
て
閲
覧
者
数
を
「
確
認
し
て

い
る
」
と
回
答
し
た
機
関
は
９
機
関
、「
確
認
し
て
い
な
い
」
又
は
「
シ
ス
テ
ム

上
確
認
で
き
な
い
」
と
回
答
し
た
機
関
は

機
関
で
あ
っ
た
。
確
認
し
て
い
な

い
理
由
と
し
て
は
、
「
フ
ォ
ロ
ワ
ー
数
が
少
な
い
た
め
」
「
情
報
発
信
の
み
を
想

定
し
運
用
し
て
い
る
た
め
」
等
が
挙
げ
ら
れ
た
。

【
意

見
】

情
報
発
信
に
当
た
っ
て
は
、
多
く
の
人
に
閲
覧
し
て
も
ら
う
た
め
の
工
夫

が
見
ら
れ
た
。

 
今
後
は
、
各
機
関
に
お
い
て
、
情
報
発
信
に
対
す
る
反
応
や
閲
覧
状
況
の

把
握
な
ど
を
行
い
、
こ
れ
ら
の
工
夫
が
効
果
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を

検
証
し
そ
の
後
の
発
信
に
反
映
さ
せ
る
な
ど
、
よ
り
効
果
的
な
情
報
発
信
に

努
め
ら
れ
た
い
。

 

【
意

見
】

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
「
乗
っ
取
り
」
や
「
成
り
す

ま
し
」
な
ど
の
リ
ス
ク
を
負
う
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
長
期
間
に
わ

た
り
発
信
を
行
っ
て
い
な
い
機
関
や
発
信
回
数
が
著
し
く
少
な
い
機
関
に
お
い

て
は
、
改
め
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
の
必
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
た

上
で
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
よ
り
効
果
的
な
活
用
を
図
っ
て
い
く
、
必

要
性
が
な
く
な
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
ア
カ
ウ
ン
ト
を
削
除
す
る
な
ど
の

対
応
が
望
ま
れ
る
。
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利
用
指
針
の
遵
守
等
の
状
況

前
述
の
と
お
り
、
本
県
で
は
、
職
務
上
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
際
は
、

「
福
岡
県
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
及
び
「
福
岡
県
教
育
委
員

会
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
と
い
う
。
）
並
び
に
警
察
本
部
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報

発
信
の
運
用
に
つ
い
て
通
達
」（
以
下
「
運
用
通
達
」
と
い
う
。
）
を
遵
守
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
知
事
部
局
に
お
い
て
は
、
他
の
団
体
と
共
同
し
て
運
用
し
て
い
る
ア
カ
ウ

ン
ト
に
つ
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
十
分
留
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
運
用
通
達
が
適
用
さ
れ
る
機
関
（
以
下
「
適
用

機
関
」
と
い
う
。
）

機
関
と
、
知
事
部
局
に
お
い
て
他
の
団
体
と
共
同
で
運
用
し

て
い
る
機
関
（
以
下
「
共
同
運
用
機
関
」
と
い
う
。
）
５
機
関
に
つ
い
て
、
そ
の
状

況
を
調
査
し
た
。

ア
運
用
ポ
リ
シ
ー
の
策
定

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
当
た

っ
て
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
の
運
用
方
針
（
以
下
「
運
用
ポ
リ
シ
ー
」
と
い
う
。
）
を
作

成
の
上
、
所
属
内
で
共
有
す
る
と
と
も
に
、
原
則
と
し
て
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
で

明
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
回
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
対
象
機
関

機
関
に
お
け
る
運
用
ポ
リ
シ
ー
の
作
成

及
び
明
示
の
状
況
は
表
３
の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
、
作
成
し
た
運
用
ポ
リ
シ
ー

を
ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
機
関
は
９
機
関
、
運
用
ポ
リ
シ
ー
を

作
成
し
て
い
な
か
っ
た
機
関
は
１
機
関
で
あ
っ
た
。

 
表
３

運
用
ポ
リ
シ
ー
の
作
成
及
び
明
示
の
状
況

 
項

目
 

適
用

 
機
関

 
共
同
運

用
機
関

 
運
用
ポ
リ
シ
ー
を
作
成
し
て
い
る

（
内
訳
）

ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
明
示
し
て
い
る

運
用
ポ
リ
シ
ー
を
掲
載
し
て
い
る
「
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
一
覧
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を

当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
リ
ン
ク
表
示
し
て
い
る

ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
明
示
し
て
い
な
い

運
用
ポ
リ
シ
ー
を
作
成
し
て
い
な
い

合
計

 
 【
意

見
】

運
用
ポ
リ
シ
ー
は
、
担
当
所
属
名
や
発
信
目
的
に
加
え
、
禁
止
事
項
や
免
責

事
項
な
ど
周
知
す
べ
き
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
成
し
た
運
用

ポ
リ
シ
ー
を
ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
明
示
し
て
い
な
い
５
機
関
に
つ
い
て
は
、
早
急

に
明
示
さ
れ
た
い
。

 
〔
生
活
安
全
課
、
久
留
米
高
等
技
術
専
門
校
、
経
営
技
術
支
援
課
、
久
留
米
高

等
学
校
、
交
通
企
画
課
〕
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ま
た
、
運
用
ポ
リ
シ
ー
を
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
直
接
明
示
せ
ず
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
一
覧
」
の

U
RL
を
リ

ン
ク
表
示
し
て
い
る
機
関
が
２
機
関
あ
っ
た
が
、
こ
の
場
合
、
閲
覧
者
が
複
数

の
運
用
ポ
リ
シ
ー
の
中
か
ら
該
当
す
る
運
用
ポ
リ
シ
ー
を
探
し
出
す
必
要
が
あ

る
た
め
利
便
性
が
低
下
す
る
こ
と
、
ま
た
、
操
作
を
誤
っ
て
他
の
ア
カ
ウ
ン
ト

の
運
用
ポ
リ
シ
ー
を
参
照
す
る
懸
念
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
示
方
法
に
つ
い
て

改
善
さ
れ
た
い
。

 
〔
労
働
政
策
課
、
広
報
課
〕

 
 
共
同
運
用
機
関
５
機
関
に
つ
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
に
基
づ
き
、

運
用
ポ
リ
シ
ー
の
作
成
及
び
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
の
明
示
に
つ
い
て
対
応
す

る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

 
 

  
イ

成
り
す
ま
し
の
防
止
（
ア
カ
ウ
ン
ト
の
明
示
等
）

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
で
は
、
利
用
指
針
の
所
管
課
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
所
属
長
か
ら
の
届
出
等
を
受
け
、
利
用
す
る
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
の
サ
ー
ビ
ス
名
や
ア
カ
ウ
ン
ト
名
、
運
用
ポ
リ
シ
ー
そ
の
他
必
要
な
事

項
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
回
の
調
査
の
結
果
、
適
用
機
関

機
関
の
う
ち

機
関
に
つ
い
て
は
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
に
必
要
な
事
項
が
掲
載
さ
れ
、
公
開
さ
れ
て
い
た
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
３
機
関
に
つ
い
て
は
、
所
属
長
が
利
用

指
針
の
所
管
課
に
対
し
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
届
出
書
を
提
出
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
課
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
に
必
要
な
手
続
を
行
っ
て

い
な
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
う
ち
２
機
関
に
つ
い
て
は
、
本
監
査
の
実
施
通
知
後

に
利
用
届
出
書
を
提
出
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
共
同
運
用
機
関
の
う
ち
「
掲
載
さ
れ
て
い
る
」
と
回
答
し
た
機
関
は
３

機
関
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
１
機
関
に
つ
い
て
は
、
平
成

年
度
に
担
当
所
属
が

変
わ
り
、
平
成

年
度
に
ア
カ
ウ
ン
ト
名
も
変
更
し
て
い
た
も
の
の
、
利
用
指
針

の
所
管
課
に
対
し
そ
の
旨
を
届
け
出
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は

依
然
と
し
て
旧
所
属
名
及
び
旧
ア
カ
ウ
ン
ト
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

表
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
ア
カ
ウ
ン
ト
等
の
掲
載
状
況

 
項

目
 

適
用

 
機
関

 
共
同
運

用
機
関

 
掲
載
さ
れ
て
い
る

掲
載
さ
れ
て
い
な
い

合
計
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【
意

見
】

県
の
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
と
し
て
の
証
明
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
カ
ウ
ン
ト

を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
掲
載
し
て
い
な
い
３
機
関
に
つ
い
て
、
速
や
か
に
掲
示
さ
れ

る
よ
う
、
利
用
指
針
の
所
管
課
に
お
い
て
対
応
さ
れ
た
い
。

〔
総
務
企
画
課
〕

 
ま
た
、
利
用
届
出
書
の
提
出
が
遅
れ
た
２
機
関
に
お
い
て
は
、
改
め
て
手
続

を
確
認
の
上
、
事
務
に
遺
漏
の
な
い
よ
う
対
応
さ
れ
た
い
。

 
〔
美
術
館
、
久
留
米
高
等
学
校
〕

 
 
共
同
運
用
機
関
の
う
ち
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
が
旧
所
属
名
及
び
旧
ア
カ

ウ
ン
ト
名
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
な
是
正
が
必
要

で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
カ
ウ
ン
ト
を
掲
載
し
て
い
な
い
２
機
関

に
つ
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
に
基
づ
い
た
対
応
が
望
ま
れ
る
。

 

ま
た
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
で
は
、
成
り
す
ま
し
防
止
の
た
め
、
所

属
長
は
、
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
欄
等
に
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
を
紹
介

し
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の

を
記
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

今
回
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
カ
ウ
ン
ト
名
を
掲
載
し
て
い
る
適
用
機
関
と
共
同

運
用
機
関
合
わ
せ
て

機
関
に
つ
い
て
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
欄
等
へ
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ

の
記
載
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
記
載
し
て
い
た
機
関
は
７

機
関
、
記
載
し
て
い
な
か
っ
た
機
関
は
８
機
関
で
あ
っ
た
。

表
５

ア
カ
ウ
ン
ト
内
で
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

U
RL
の
記
載

 
 

 

【
意

見
】

当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
記
載
は
、
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
載
し
て
い
な
い

６
機
関
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
記
載
さ
れ
た
い
。

〔
東
京
事
務
所
、
生
活
安
全
課
、
久
留
米
高
等
技
術
専
門
校
、
環
境
保
全
課
、

園
芸
振
興
課
、
交
通
企
画
課
〕

項
目

 
適
用

 
機
関

 
共
同
運

用
機
関

 
記
載
し
て
い
る

記
載
し
て
い
な
い

合
計
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併
せ
て
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
カ
ウ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
３
機
関
（
表

４
参
照
）
に
つ
い
て
も
、
掲
載
後
速
や
か
に
当
該
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
記
載
さ
れ

た
い
。

〔
美
術
館
、
図
書
館
、
久
留
米
高
等
学
校
〕

加
え
て
、
共
同
運
用
機
関
の
う
ち
、

を
記
載
し
て
い
な
い
２
機
関
及
び

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
カ
ウ
ン
ト
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
２
機
関
（
表
４
参
照
）

に
つ
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
に
基
づ
い
た
対
応
が
望
ま
れ
る
。

 

ウ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策

職
員
が
情
報
発
信
に
用
い
る
端
末
に
つ
い
て
、
知
事
部
局
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

で
は
、
原
則
と
し
て
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
実
施
し
た
シ
ス
テ
ム
管
理
課
（
現
：

情
報
政
策
課
）
が
管
理
す
る
共
用
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
教
育
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
、
原
則
と
し
て
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
を
実
施
し
た
シ
ス
テ
ム
管
理
課
（
現
：
情
報
政
策
課
）
が
管
理
す

る
共
用
パ
ソ
コ
ン
又
は
施
設
課
が
管
理
す
る
校
務
用
パ
ソ
コ
ン
を
使
用
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

 
さ
ら
に
、
警
察
本
部
の
運
用
通
達
に
お
い
て
も
、
個
人
所
有
機
器
を
使
用
し

て
は
な
ら
ず
、
当
該
発
信
に
用
い
る
端
末
は
情
報
管
理
課
が
整
備
し
た
パ
ソ
コ

ン
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
は
利
用
指
針
の
所

管
課
に
協
議
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
今
回
、
対
象
機
関
の
情
報
発
信
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

20
機

関
の
う
ち
、
職
員
が
情
報
発
信
を
行
っ
て
い
る
機
関
は

17
機
関
あ
り
、
使
用
し

て
い
る
端
末
の
状
況
は
表
６
の
と
お
り
で
あ
っ
た
（
そ
の
他
３
機
関
に
つ
い
て

は
、
情
報
発
信
を
外
部
委
託
し
て
い
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
対
象
外

と
さ
れ
て
い
る
。
）
。

 
 

表
６

情
報
発
信
端
末
の
状
況

 
項

目
 

適
用

 
機
関

 
共
同
運

用
機
関

 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
運
用
通
達
に
定
め
ら
れ
た
端
末
を

使
用

内
数

加
え
て
、
職
員
個
人
の
携
帯
端
末
も
使
用

加
え
て
、
第
三
者
が
所
持
す
る
端
末
も
使
用

所
属
で
業
務
上
導
入
し
て
い
る
独
自
シ
ス
テ
ム
の
端
末

を
使
用

協
議
会
等
が
所
有
す
る
端
末
を
使
用

合
計

 
適
用
機
関
に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
運
用
通
達
に
定
め
ら
れ
た
端
末

を
使
用
し
て
い
た
機
関
は

11
機
関
あ
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
、
職
員
個
人
の
携
帯

端
末
も
使
用
し
て
い
た
機
関
が
１
機
関
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
デ
ー
タ
を
作
成
し
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て
い
る
第
三
者
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
情
報
発
信
作
業
に
つ
い
て
も
依

頼
し
、
第
三
者
が
所
持
す
る
端
末
か
ら
も
情
報
を
発
信
さ
せ
て
い
た
機
関
が
１

機
関
あ
っ
た
。

 
ま
た
、
所
属
で
業
務
上
導
入
し
て
い
る
独
自
シ
ス
テ
ム
の
端
末
を
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
の
発
信
業
務
に
使
用
し
て
い
た
機
関
が
２
機
関
あ
っ
た
。

 
  【
意

見
】

職
員
個
人
の
携
帯
端
末
を
使
用
し
て
い
る
機
関
や
第
三
者
の
端
末
か
ら

情
報
発
信
を
さ
せ
て
い
た
機
関
に
お
い
て
は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
確
保
が
困

難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
速
や
か
に
是
正
さ
れ
た
い
。

〔
東
京
事
務
所
、
久
留
米
高
等
学
校
〕

ま
た
、
所
属
で
業
務
上
導
入
し
て
い
る
独
自
シ
ス
テ
ム
の
端
末
を
使
用
し

て
い
た
機
関
に
お
い
て
は
、
早
急
に
利
用
指
針
の
所
管
課
に
協
議
の
上
、
必

要
な
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
講
じ
ら
れ
た
い
。

〔
美
術
館
、
図
書
館
〕

 

エ
情
報
発
信
の
手
続

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
発
信
す
る
情
報
の
管
理
を
適
正
に
行
う
た
め
、
所
属

長
は
、
情
報
発
信
担
当
者
（
以
下
「
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
情
報
発
信
責
任

者
（
以
下
「
責
任
者
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
、
担
当
者
は
発
信
す
る
情
報
に
つ

い
て
責
任
者
の
承
認
を
得
た
上
で
発
信
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
運
用
通
達
で
は
、
情
報
発
信
を
行
う
際
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
情

報
発
信
伺
い
に
よ
り
運
用
管
理
者
（
所
属
長
）
の
決
裁
を
受
け
た
上
で
発
信
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

今
回
、
対
象
機
関

機
関
に
対
し
、
情
報
発
信
の
手
続
に
つ
い
て
調
査
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
機
関
に
お
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
又
は
運
用
通
達

に
則
り
、
適
正
に
手
続
が
行
わ
れ
て
い
た
。

  
オ

意
見
や
質
問
へ
の
対
応

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
、
閲
覧
者
か
ら
の
意
見
や
質
問
に
対
し
個
別
に
対
応
し

な
い
旨
の
運
用
方
針
を
定
め
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
と
問
合
せ
先
等
を
当
該
ア

カ
ウ
ン
ト
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
欄
等
に
明
示
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
ま
た
、
運
用
通
達
で
は
、
ア
カ
ウ
ン
ト
に
対
す
る
書
き
込
み
に
対
し
て
は
原

則
と
し
て
返
信
し
な
い
こ
と
と
し
て
お
り
、
特
に
返
信
の
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
運
用
ポ
リ
シ
ー
に
お
い
て
定
め
る
範
囲
と
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

 
今
回
、
対
象
機
関

20
機
関
の
状
況
を
調
査
し
た
結
果
は
表
７
の
と
お
り
で

あ
る
。
適
用
機
関

15
機
関
の
う
ち
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
ど
お
り
の

対
応
を
し
て
い
た
機
関
は

11
機
関
で
あ
り
、
そ
の
他
の
４
機
関
に
つ
い
て
は
、

個
別
に
対
応
し
な
い
旨
の
運
用
方
針
を
定
め
て
い
た
が
、
そ
の
旨
を
ア
カ
ウ
ン

ト
内
に
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
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表
７

 
意
見
や
質
問
へ
の
対
応
状
況

 
項

目
 

適
用

 
機
関

 
共
同
運

用
機
関

 
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
運
用
通
達
ど
お
り
の
対
応
を
し
て

い
る

（
内
訳
）

個
別
に
対
応
し
て
い
る

個
別
に
対
応
し
な
い
旨
等
を
ア
カ
ウ
ン

ト
内
に
明
示
し
て
い
る

個
別
に
対
応
し
な
い
旨
等
を
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示

し
て
い
な
い

合
計

 
 【
意

見
】

閲
覧
者
か
ら
の
意
見
や
質
問
に
つ
い
て
、
対
応
し
な
い
旨
の
運
用
方
針
を
定

め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示
し
て
い
な
い
機
関
に
お

い
て
は
、
閲
覧
者
が
誤
っ
て
意
見
等
を
送
信
す
る
な
ど
し
、
回
答
が
な
い
こ
と

で
県
政
に
対
す
る
信
頼
を
失
い
無
用
な
批
判
を
招
く
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
閲
覧
者
が
す
ぐ
に
認
知
で
き
る
よ
う
ア
カ
ウ
ン
ト
内
に
明
示
さ
れ
た
い
。

〔
生
活
安
全
課
、
労
働
政
策
課
、
久
留
米
高
等
技
術
専
門
校
、
久
留
米
高
等

学
校
〕

ま
た
、
共
同
運
用
機
関
に
お
い
て
も
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
趣
旨
に
基
づ
い
た

対
応
が
望
ま
れ
る
。

 
  

カ
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
監
視
）
の
実
施

「
成
り
す
ま
し
」
や
「
乗
っ
取
り
」
、
「
炎
上
」
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
を
早

期
に
発
見
す
る
た
め
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
（
監
視
）
の
実
施
状
況
を
調
査
し
た
と
こ

ろ
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
行
っ
て
い
る
所
属
は

14
機
関
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
実
施

頻
度
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ
ろ
、
「
ほ
ぼ
毎
日
」
が
３
機
関
、
「
週
に
２
，
３
回
」

が
２
機
関
、「
週
に
１
回
」
が
６
機
関
な
ど
と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
実
施
し
て
い

な
い
機
関
は
６
機
関
で
あ
っ
た
。

 
 

表
８

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
状
況

 
項

目
 

機
関
数

 
実
施
し
て
い
る

（
内
訳
）

ほ
ぼ
毎
日

週
に

回

週
に

回

そ
の
他

実
施
し
て
い
な
い 合

計
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  【
意

見
】

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
に
つ
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
で
は
特

に
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
成
り
す
ま
し
」
や
「
乗
っ
取
り
」
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル

の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
、
あ
る
い
は
早
期
に
発
見
す
る
に
は
、
定
期
的
な
モ
ニ

タ
リ
ン
グ
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

を
実
施
し
て
い
な
い
機
関
に
つ
い
て
は
、
定
期
的
な
実
施
が
望
ま
れ
る
。

 
  

キ
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
状
況

過
去
５
年
間
に
お
け
る
「
成
り
す
ま
し
」
や
「
乗
っ
取
り
」
、
「
炎
上
」
な
ど
の

ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
機
関
も
ト
ラ
ブ

ル
の
発
生
は
な
か
っ
た
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

 
 

ク
利
用
等
に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
等
に
関
す
る
研
修
の
受
講
状
況
に
つ
い
て
調
査

し
た
と
こ
ろ
、
職
員
が
県
主
催
の
広
報
に
関
す
る
研
修
を
受
講
し
た
機
関
が
２
機

関
、
委
託
業
者
の
職
員
が
民
間
団
体
の
研
修
を
受
講
し
た
機
関
が
１
機
関
あ
っ
た
。

一
方
で
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
上
の
課
題
に
つ
い
て
は
、「
ソ
ー
シ
ャ
ル

メ
デ
ィ
ア
を
活
用
で
き
る
人
材
の
育
成
が
必
要
」「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
効
果

的
な
活
用
方
法
を
学
び
た
い
。
」
と
い
っ
た
回
答
が
あ
っ
た
。

 
  
２

利
用
指
針
の
所
管
課
に
つ
い
て

知
事
部
局
、
教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
に
お
い
て
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
関
す

る
利
用
指
針
を
所
管
し
て
い
る
４
課
に
対
し
、
指
針
の
作
成
状
況
、
各
機
関
の
利
用
状

況
等
の
把
握
や
指
導
、
ト
ラ
ブ
ル
発
生
時
の
対
応
状
況
等
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

 
 

指
針
の
策
定

前
述
の
と
お
り
、
本
県
に
お
い
て
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
適
切
な
運
用
を

図
る
た
め
、
知
事
部
局
で
は
平
成

年
８
月
に
「
福
岡
県
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア

利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
、
教
育
委
員
会
で
は
平
成

年
５
月
に
「
福
岡
県
教
育

委
員
会
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策
定
の
上
、
適
切
な
運
用

を
図
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
本
部
に
お
い
て
も
、
平
成

年
３
月
に

「
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た
情
報
発
信
の
運
用
に
つ
い
て
通
達
」
を
発

出
し
、
同
様
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及
び
運
用
通
達
の
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

知
事
部
局
に
お
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
後
に
そ
の
所
管
課
が
変
更
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
変
更
前
の
所
管
課
が
記
載
さ
れ
て
い
た
ほ
か
、
現

在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
運
用
要
領
を
記
載
し
た
ま
ま
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
求
め

て
い
た
。
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教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
本
監
査
の
実
施
通
知
後
の
平
成

年
８
月
に
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
改
正
し
て
い
る
が
、
改
正
後
も
知
事
部
局
と
同
様
、
現
在
は
廃
止
さ
れ

て
い
る
運
用
要
領
を
記
載
し
た
ま
ま
、
こ
れ
を
遵
守
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
。

警
察
本
部
に
お
い
て
は
、
本
監
査
の
実
施
通
知
後
の
平
成

年
８
月
に
新
た
に

運
用
通
達
を
発
出
し
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
て
い
た
。

【
意

見
】

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
職
務
上
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
す
る
際
の
基
本
的

な
考
え
方
や
留
意
点
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
状
況
等
の
現
状
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、
参
照
す

る
要
領
等
に
変
更
が
な
い
か
な
ど
に
つ
い
て
、
定
期
的
に
確
認
の
上
、
必
要
に
応

じ
改
正
し
周
知
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
内
容
を
確
認
の
上
、
必
要
な
見

直
し
を
さ
れ
た
い
。

〔
県
民
情
報
広
報
課
、
情
報
政
策
課
、
総
務
企
画
課
〕

 
利
用
状
況
の
把
握

各
機
関
に
お
け
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
状
況
の
把
握
方
法
で
あ
る
が
、

知
事
部
局
に
お
い
て
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
ア
カ
ウ
ン
ト
一

覧
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
ト
に
つ
い
て
、
県
民
情
報
広
報
課
の
担
当
者
が
投

稿
状
況
を
年

回
調
査
し
て
お
り
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
も
、
総
務
企
画
課
の
担

当
者
が
所
属
で
把
握
し
て
い
る
ア
カ
ウ
ン
ト
の
投
稿
状
況
を
週
に
１
回
程
度
確
認

し
て
い
た
。
ま
た
、
警
察
本
部
に
お
い
て
は
、
広
報
課
で
個
別
に
随
時
投
稿
内
容
の

確
認
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
同
課
が
運
用
し
て
い
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
他
所
属
が
運
用

し
て
い
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
連
携
さ
せ
、
他
所
属
で
投
稿
が
あ
っ
た
場
合
に

ツ
イ
ッ
タ
ー
に
も
自
動
で
投
稿
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
投
稿
内
容
を
確
認
し
て
い
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
共
同
運
用
機
関
の
う
ち
１
機
関
に
お
い
て
は
、
所
属
名
や
ア
カ

ウ
ン
ト
名
が
変
更
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
指
針
の
所
管
課
は
変
更
内

容
を
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
。

【
意

見
】

知
事
部
局
、
教
育
委
員
会
及
び
警
察
本
部
の
い
ず
れ
の
所
管
課
に
お
い
て
も
利

用
状
況
の
把
握
は
行
わ
れ
て
い
た
が
、
中
に
は
、
所
属
名
や
ア
カ
ウ
ン
ト
名
が
変

更
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
一
覧
に
は
旧
所
属
名

及
び
旧
ア
カ
ウ
ン
ト
名
の
表
示
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
、
利

用
状
況
の
把
握
の
際
に
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
と
対
応

ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
事
例
や
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
、
利
用
指
針
の
所
管
課
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
所
管
課
も
過
去
５
年
間
に
つ
い
て
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
報

告
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

 
利
用
機
関
に
対
す
る
研
修
等
の
実
施

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
関
す
る
研
修
等
の
実
施
状
況
で
あ
る
が
、
知
事

部
局
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
運
用
開
始
時
に
各
所
属
に
対
し
通
知
の
発
出
及
び
説

明
会
を
開
催
し
た
が
、
そ
の
後
は
、
毎
年
度
開
催
し
て
い
る
各
部
広
報
担
当
監
会
議

に
お
い
て
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
す
る
資
料
の
配
布
・
説
明
と
、
各
所
属
へ
の
周
知

の
依
頼
を
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
通
知
の
発
出
の
み
で
説
明
会
等
の
開
催
実
績
は
な
か

っ
た
。

警
察
本
部
で
は
、
各
所
属
を
対
象
に
毎
年
度
開
催
し
て
い
る
広
報
活
動
研
修
会
に

お
い
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
活
用
に
つ
い
て
呼
び
か
け
を
行
っ
て
い
た
。

一
方
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
関
す
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
、
効
果
的
な
活

用
方
法
等
に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
実
施
し
て
い
な
か
っ
た
。

 

【
意

見
】

知
事
部
局
に
お
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
運
用
開
始
時
の
説
明
会
の
開
催
以

降
、
各
部
の
広
報
所
管
課
を
通
じ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
周
知
を
行
う
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
ま
た
、
教
育
委
員
会
に
お
い
て
は
、
通
知
の
発
出
以
降
、
周
知
に
関
す

る
取
組
が
特
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
後
の
人
事
異
動
に
よ

り
職
員
が
入
れ
替
わ
っ
た
所
属
や
、
新
し
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
た

情
報
発
信
を
開
始
す
る
所
属
に
お
い
て
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
、

ま
た
、
共
同
運
用
機
関
で
あ
っ
て
も
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
な
ど
を
認
識
し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
。

 
今
後
は
、
各
所
属
に
対
し
、
文
書
等
に
よ
り
定
期
的
に
周
知
す
る
、
あ
る
い
は

必
要
に
応
じ
て
説
明
会
を
開
催
す
る
な
ど
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
適
正
な
運

用
を
図
る
た
め
の
取
組
を
実
施
さ
れ
た
い
。

 
〔
県
民
情
報
広
報
課
、
情
報
政
策
課
、
総
務
企
画
課
〕

 
 ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
関
す
る
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
や
効
果
的
な
活
用
方

法
に
関
す
る
研
修
に
つ
い
て
は
、
県
主
催
の
研
修
の
ほ
か
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ

 
ア
の
種
類
に
よ
っ
て
は
民
間
団
体
で
も
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の

情
報
を
利
用
機
関
に
積
極
的
に
周
知
す
る
な
ど
、
研
修
機
会
の
確
保
に
向
け
た
取

組
が
望
ま
れ
る
。
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３
総
括
意
見

ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
は
、
瞬
時
に
情
報
を
発
信
で
き
、
多
く
の
人
々
に
情
報
を
迅

速
に
伝
達
で
き
る
こ
と
か
ら
、
利
用
す
る
際
に
は
、
こ
の
特
性
を
活
か
し
効
果
的
に
発

信
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
誤
っ
て
投
稿
さ
れ
た
情
報
等
も
瞬
時

に
拡
散
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
場
合
に
被
害
が
拡
大
し
や
す

く
、
想
定
外
の
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
っ
た
危
険
性
も
は
ら
ん
で
い
る
。

 
そ
こ
で
、
本
県
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
積
極
的
な
活
用
に
当
た
り
、
未
然
に

ト
ラ
ブ
ル
を
防
止
し
、
情
報
発
信
の
正
確
性
や
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
や
運
用
通
達
と
い
っ
た
指
針
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
に
基
づ
き
適
切
に
運
用
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
今
回
の
監
査
の
結
果
、
利
用
指
針
の
遵
守
等
に
つ
い
て
は
、
全
体
と
し
て
概
ね
適
正

で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
部
の
機
関
に
お
い
て
指
針
に
定
め
ら
れ
た

と
お
り
に
運
用
し
て
い
な
い
機
関
や
、
共
同
運
用
機
関
に
お
い
て
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
留

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
機
関
が
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

の
背
景
と
し
て
は
、
利
用
す
る
所
属
が
指
針
の
存
在
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
十
分
に
認

識
・
理
解
を
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、
利
用
指
針
の
所
管
課
に
よ
る
指
針
の
周

知
が
行
わ
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
形
式
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
も
一
因
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
は
、
利
用
す
る
所
属
が
指
針
を
遵
守
す
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
所
管
課
に
お
い
て
も
指
針
の
更
な
る
周
知
徹
底
や
遵
守
に

向
け
た
取
組
が
望
ま
れ
る
。

 
ま
た
、
利
用
指
針
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
が
古
く
、
見
直
し
が
さ
れ
て
い
な
い
箇
所

が
認
め
ら
れ
た
が
、
利
用
指
針
の
所
管
課
は
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を
放
置
せ
ず
、
直
ち

に
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

 
一
方
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
に
当
た
っ
て
は
、
閲
覧
者
を
拡
大
す
る
た
め

の
工
夫
が
各
所
属
で
行
わ
れ
て
い
た
。
今
後
も
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
を
活

か
し
た
効
果
的
な
情
報
発
信
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
方
々
へ
の
積
極
的
な
情
報

提
供
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
加
え
て
、
現
在
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
を
利

用
し
て
い
な
い
機
関
に
つ
い
て
も
、
業
務
の
特
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
活
用
に
つ
い
て

積
極
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

 
県
の
各
機
関
に
お
い
て
は
、
今
回
の
監
査
結
果
及
び
意
見
を
参
考
と
さ
れ
、
今
後
の

効
果
的
な
情
報
提
供
に
資
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
監
査
委
員
の
意
見
と
す
る
。
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【
参
考
資
料
】

 
○

用
語
解
説

用
語

 
解

説
 

ア
カ
ウ
ン
ト

 
利
用
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
ロ
グ
イ
ン
す
る
た
め
の
、
利
用
者
権
限
の
こ
と
を
い

う
。

 
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム

 
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
社
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
ソ
フ
ト
。
撮
影
し
た
写
真
や
動
画
に
編
集
等
を
加
え
て
投
稿
し
、
双
方
向

の
や
り
取
り
が
で
き
る
。

炎
上

 
投
稿
に
対
し
、
批
判
や
苦
情
が
殺
到
し
、
収
拾
が
つ
か
な
く
な
る
状
態
を
い

う
。

ク
ッ
ク
パ
ッ
ド

 
ク
ッ
ク
パ
ッ
ド
株
式
会
社
の
運
営
に
よ
る
料
理
レ
シ
ピ
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
。

ツ
イ
ッ
タ
ー

 
ツ
イ
ッ
タ
ー
社
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
。
利
用
者
が

「
ツ
イ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
る
つ
ぶ
や
き
を
投
稿
し
、
双
方
向
の
や
り
取
り
が

で
き
る
。

 

成
り
す
ま
し

 
他
者
の
ふ
り
を
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と

を
い
う
。

 
乗
っ
取
り

 
他
者
の
ア
カ
ウ
ン
ト
の
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
手
す
る
な
ど
し
て
不
正
に
ロ
グ
イ

ン
す
る
こ
と
を
い
う
。

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク

 
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
社
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
サ
ー
ビ
ス
。
利
用

者
が
実
名
登
録
に
よ
る
双
方
向
の
や
り
取
り
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 
U

RL
 

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ア
ド
レ
ス
の
こ
と
を
い
う
。

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

 
グ
ー
グ
ル
社
が
運
営
す
る
動
画
共
有
サ
ー
ビ
ス
。
投
稿
さ
れ
た
動
画
が
閲
覧

で
き
、
自
分
で
撮
影
し
た
動
画
を
投
稿
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

 
ラ
イ
ン

 
ラ
イ
ン
株
式
会
社
が
運
営
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン

ソ
フ
ト
。
複
数
人
同
士
で
音
声
通
話
や
ネ
ッ
ト
上
の
会
話
が
で
き
る
。

 
※

こ
の
「
用
語
解
説
」
は
、「
福
岡
県
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
利
用
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
か
ら
の
引
用
と
、

関
係
書
籍
等
を
も
と
に
監
査
委
員
事
務
局
で
整
理
し
た
も
の
で
構
成
し
て
い
る
。
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○
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
の
利
用
機
関
の
状
況
に
つ
い
て

 

アカウント名

【ソーシャルメディア
の種類】

情報発信の目的
想定している
主な対象者

情報発信
の頻度

運用ポリシーの策定
及び明示の状況

ホームページ
上の「ソーシャ
ルメディア一
覧」へのアカウ
ント等の掲載

アカウント内で
のホームページ
URLの記載

情報発信端末
の状況

ソーシャルメ
ディア上におけ
る受信者から
の意見や質問
への対応

県民情報広報課

ふくおかインターネッ
トテレビYoutube版

【ユーチューブ】

「ふくおかインターネットテレビ」に掲載
されている動画を広く発信すること。

※「ふくおかインターネットテレビ」：県
の施策や魅力をより分かりやすく効果
的に伝えるため、即時性を生かした情
報の提供を行っている動画サイト。

特に設定なし週に2～3回
策定し、アカウント内
で明示

ありあり委託業者の端末
対応していない
（アカウント内に
明示あり）

公文書館
福岡共同公文書館

【フェイスブック】

福岡共同公文書館の活動内容を広く
発信し、住民に開かれた親しみやす
い公文書館となること。

特に設定なし週に2～3回
策定し、アカウント内
で明示

ありあり共用パソコン
対応していない
（アカウント内に
明示あり）

東京事務所
福岡県東京事務所

【フェイスブック】

　首都圏における福岡県に関する情
報発信をするとともに、福岡県に関心
がある方々に交流の場を提供するこ
とで、福岡県のファンを拡大すること。

特に設定なしほぼ毎日
策定し、アカウント内
で明示

ありなし
共用パソコン及
び個人の携帯端
末

対応していない
（アカウント内に
明示あり）

生活安全課

女性と子どもの安
全・安心

【フェイスブック】

女性や子どもの安全・安心に関する
情報を積極的に発信することにより、
防犯意識の高揚を図ること。

１０代以下
及び２０代

その他
（年2回）

策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありなし共用パソコン
対応していない
（アカウント内に
明示なし）

私学振興・
青少年育成局
青少年育成課

〈公式〉ふくおか若者
魁コミュニティ
（福岡県）

【フェイスブック】

県内の若者の海外体験を支援する
「福岡県グローバル青年の翼事業」、
「世界に打って出る若者育成事業」に
関する事業情報の発信及び各事業に
参加した若者や海外に興味を持つ若
者等の交流の場となること。

１０代以下、２０
代及び３０代

その他
（発信案件が
あった都度、
29年度2回）

策定し、アカウント内
で明示

ありあり共用パソコン対応している

利用機関名

知
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
局



第
４
０
８
０
号

福
岡

県
公

報
44

平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

18
 

  

アカウント名

【ソーシャルメディア
の種類】

情報発信の目的
想定している
主な対象者

情報発信
の頻度

運用ポリシーの策定
及び明示の状況

ホームページ
上の「ソーシャ
ルメディア一
覧」へのアカウ
ント等の掲載

アカウント内で
のホームページ
URLの記載

情報発信端末
の状況

ソーシャルメ
ディア上におけ
る受信者から
の意見や質問
への対応

労働局
労働政策課

福岡県若者しごとサ
ポートセンター

【ライン】

就職に関わる情報など、広く提供可能
なイベント情報等を発信すること。

１０代以下、２０
代及び３０代

月4回

策定した運用ポリシー
を掲載している「ソー
シャルメディア一覧」
のホームページURLを
アカウント内でリンク
表示

ありあり委託業者の端末
対応していない
（アカウント内に
明示なし）

久留米高等技術
専門校

福岡県立久留米高
等技術専門校

【フェイスブック】

当校で実施している職業訓練（メカト
ロニクス科、自動車整備科、建築科、
介護サービス科）の内容を広く発信
し、多くの方に知っていただくこと。

特に設定なし月に2～3回
策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありなし共用パソコン
対応していない
（アカウント内に
明示なし）

環境保全課
エコトンのエコ日記

【フェイスブック】

省エネルギー・節電の推進及び地球
温暖化防止に係る情報を積極的に発
信するとともに、県民に交流の場を提
供し、地球温暖化防止に係る意識の
高揚を図ること。

特に設定なし月に2～3回
策定し、アカウント内
で明示

ありなし共用パソコン対応している

園芸振興課

福岡県クックパッド
公式キッチン

【クックパッド】

福岡県産農林水産物を使ったレシピ
や農林水産関係のイベント情報を積
極的に発信するとともに、本県の農林
水産物の認知度を向上させること。

特に設定なし月に2～3回
策定し、アカウント内
で明示

ありなし共用パソコン対応している

経営技術支援課

ふくおか女性農業者
コミュニティ

【フェイスブック】

県内の就農間もない女性農業者（就
農女性）がお互いの取組や営農生活
上の悩みなどを情報交換できるネット
ワークを構築し、就農女性同士の交
流の活性化を図ること。

２０代から６０代
その他
(30年度1回)

策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありあり共用パソコン対応している

利用機関名

知
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
部
　
　
　
　
　
局
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アカウント名

【ソーシャルメディア
の種類】

情報発信の目的
想定している
主な対象者

情報発信
の頻度

運用ポリシーの策定
及び明示の状況

ホームページ
上の「ソーシャ
ルメディア一
覧」へのアカウ
ント等の掲載

アカウント内で
のホームページ
URLの記載

情報発信端末
の状況

ソーシャルメ
ディア上におけ
る受信者から
の意見や質問
への対応

美術館
福岡県立美術館

【フェイスブック】
展覧会等の情報を伝達すること。特に設定なし

その他
（発信案件が
あった都度）

策定し、アカウント内
で明示

なし　―
独自システムの
端末

対応していない
（アカウント内に
明示あり）

図書館

福岡県立図書館

【ツイッター】
福岡県立図書館の提供するサービス
等に係る情報を幅広く発信すること。

特に設定なしほぼ毎日
策定し、アカウント内
で明示

なし　―
独自システムの
端末

対応していない
（アカウント内に
明示あり）

久留米高等学校
久高Life

【フェイスブック】
学校の広報活動のため。特に設定なし

その他
（発信案件が
あった都度）

策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

なし　―

共用パソコン、校
務用パソコン、第
三者が所持する
端末

対応していない
（アカウント内に
明示なし）

広報課

福岡県警察公式チャ
ンネル

【ユーチューブ】

県民にとって分かりやすい「動画」と
いう広報素材を、ユーチューブによる
広範囲に伝わりやすい方式で発信す
ることで、県民の安全・安心の醸成に
資すること。

特に設定なし
その他
（発信案件が
あった都度）

策定した運用ポリシー
を掲載している「ソー
シャルメディア一覧」
のホームページURLを
アカウント内でリンク
表示

ありあり
情報管理課が整
備した端末

対応していない
（アカウント内に
明示あり）

交通企画課

福岡県警察本部交
通企画課Twitter

【ツイッター】

飲酒運転の撲滅を始め、交通安全に
関する情報発信を行うこと。

特に設定なしほぼ毎日
策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありなし
情報管理課が整
備した端末

対応していない
（アカウント内に
明示あり）

警
　
察
　
本
　
部

利用機関名

教
　
育
　
委
　
員
　
会
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アカウント名

【ソーシャルメディア
の種類】

情報発信の目的
想定している
主な対象者

情報発信
の頻度

運用ポリシーの策定
及び明示の状況

ホームページ
上の「ソーシャ
ルメディア一
覧」へのアカウ
ント等の掲載

アカウント内で
のホームページ
URLの記載

情報発信端末
の状況

ソーシャルメ
ディア上におけ
る受信者から
の意見や質問
への対応

広域地域振興課

京築連帯アメニティ
都市圏推進会議

【フェイスブック】

京築連帯アメニティ都市圏推進会議
の取組を発信することで、京築地域の
認知度向上や誘客につなげること。

特に設定なし

その他
25年3月を最
後に投稿なし)

策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありあり共用パソコン
対応していない
（アカウント内に
明示なし）

国際局
国際政策課

アジアンビート

【ツイッター】

若者を対象とした多言語による福岡
の魅力及びポップカルチャー情報を発
信すること。

１０代以下及び
２０代

ほぼ毎日
策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

ありなし
実行委員会の端
末

対応している

新事業支援課

創業＋応援くらぶ

【フェイスブック】

創業＋応援くらぶFUKUOKAが開催す
るセミナーや支援施策のほか、中小
企業支援機関の施策情報等の発信
により、創業＋応援くらぶFUKUOKA
会員を支援すること。

特に設定なし
その他
（発信案件が
あった都度）

策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

あり
（但し、旧所
属名及び旧
アカウント名
で掲載。）

なし協議会の端末
対応していない
（アカウント内に
明示なし）

観光局
観光振興課

ｆukuokadeeps

【インスタグラム】

観光需要が見込まれる「明治日本の
産業革命遺産」をはじめとした本県の
近代化産業遺産の歴史、文化、食を
ＳＮＳで情報発信し、福岡県への誘客
促進を図ること。

特に設定なし月に2～3回
策定しているが、アカ
ウント内で明示してい
ない

なし　―委託業者の端末対応している

北九州中小企業
振興事務所

北九州地域中小企
業支援協議会

【フェイスブック】

北九州地域中小企業支援協議会の
構成員が開催するイベント、セミナー
等の情報を広く発信すること。

特に設定なし
その他
（発信案件が
あった都度）

策定していないなし　―
協議会が他団体
から借用してい
る端末

対応している

利用機関名

共
　
　
同
　
　
運
　
　
用
　
　
機
　
　
関
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　監査公表第31号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係る

監査を公益財団法人アクロス福岡等41団体について実施したので、その結果を次のとお

り公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之
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第
１

監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
団
体
、
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

監
査
対
象
団
体

：
公
益
財
団
法
人
　
ア
ク
ロ
ス
福
岡
等
4
1
団
体

監
査
対
象
期
間

：
平
成
2
9
年
度

監
査
実
施
期
間

：
平
成
3
0
年
1
0
月
２
日
～
平
成
3
1
年
２
月
７
日

監
査
対
象
団
体
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

公
益
財
団
法
人

ア
ク
ロ
ス
福
岡

公
立
大
学
法
人

九
州
歯
科
大
学

株
式
会
社

久
留
米
リ
サ
ー
チ
・
パ
ー
ク

公
益
財
団
法
人

福
岡
県
産
業
・
科
学
技
術
振
興
財
団

公
益
財
団
法
人

福
岡
県
暴
力
追
放
運
動
推
進
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人

水
素
エ
ネ
ル
ギ
ー
製
品
研
究
試
験
セ
ン
タ
ー

公
益
財
団
法
人

福
岡
県
農
業
振
興
推
進
機
構

公
益
財
団
法
人

特
定
鉱
害
復
旧
事
業
セ
ン
タ
ー

平
成
3
1
年
１
月
1
8
日

平
成
3
0
年
1
0
月
1
0
日
～
平
成
3
0
年
1
0
月
1
2
日

平
成
3
0
年
1
0
月
1
6
日
～
平
成
3
0
年
1
0
月
1
8
日

平
成
3
0
年
1
0
月
2
3
日
～
平
成
3
0
年
1
0
月
2
4
日

平
成
3
0
年
1
1
月
６
日
～
平
成
3
0
年
1
1
月
８
日

平
成
3
1
年
１
月
９
日
～
平
成
3
1
年
１
月
1
0
日

平
成
3
0
年
1
1
月
1
3
日
～
平
成
3
0
年
1
1
月
1
5
日

平
成
3
0
年
1
2
月
４
日
～
平
成
3
0
年
1
2
月
５
日

平
成
3
0
年
1
0
月
２
日
～
平
成
3
0
年
1
0
月
４
日

区
分

監
査
対
象
団
体
名

平
成
3
0
年
1
1
月
2
7
日
～
平
成
3
0
年
1
1
月
2
8
日

平
成
3
1
年
１
月
1
6
日
～
平
成
3
1
年
１
月
1
7
日

福
岡
北
九
州
高
速
道
路
公
社

監
　
査
　
実
　
施
　
日

平
成
3
0
年
1
0
月
3
0
日
～
平
成
3
0
年
1
1
月
１
日

平
成
3
0
年
1
1
月
2
1
日

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社

全
国
漁
業
信
用
基
金
協
会
　
福
岡
支
所

出 　 資 　 団 　 体

福
岡
県
道
路
公
社

平
成
筑
豊
鉄
道
株
式
会
社
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公
益

財
団

法
人

福
岡

県
生

活
衛

生
営

業
指

導
セ

ン
タ

ー

公
益

財
団

法
人

 

福
岡

県
建

設
技

術
情

報
セ

ン
タ

ー

公
益

財
団

法
人

宗
教

法
人

　
カ

ト
リ
ッ

ク
福

岡
司

教
区

高
宮

カ
ト
リ
ッ

ク
幼

稚
園

学
校

法
人

　
池

田
学

園

白
川

幼
稚

園

一
般

社
団

法
人

福
岡

市
医

師
会

一
般

社
団

法
人

福
岡

県
私

立
幼

稚
園

退
職

金
基

金
社

団

株
式

会
社

　
麻

生

飯
塚

病
院

学
校

法
人

　
福

岡
大

学

福
岡

大
学

病
院

医
療

法
人

　
輝

栄
会

福
岡

輝
栄

会
病

院

平
成

3
1
年

１
月

2
2
日

～
平

成
3
1
年

１
月

2
3
日

平
成

3
1
年

１
月

2
9
日

～
平

成
3
1
年

１
月

3
0
日

補 　 助 　 金 　 等 　 交 　 付 　 団 　 体

一
般

社
団

法
人

福
岡

県
歯

科
医

師
会

平
成

3
1
年

１
月

2
4
日

平
成

3
0
年

1
1
月

2
9
日

監
　

査
　

実
　

施
　

日

平
成

3
1
年

１
月

８
日

平
成

3
0
年

1
2
月

1
3
日

平
成

3
1
年

１
月

８
日

平
成

3
0
年

1
2
月

1
3
日

平
成

3
1
年

１
月

1
0
日

平
成

3
1
年

１
月

3
1
日

平
成

3
0
年

1
2
月

1
1
日

区
分

監
査

対
象

団
体

名

平
成

3
0
年

1
0
月

2
5
日

平
成

3
1
年

１
月

９
日

平
成

3
0
年

1
1
月

2
2
日

福
岡

県
土

地
改

良
事

業
団

体
連

合
会

ど
ん

き
ゃ

ん
き

ゃ
ん

保
存

会

平
成

3
0
年

1
2
月

1
1
日

平
成

3
0
年

1
2
月

1
2
日

平
成

3
1
年

１
月

2
4
日

平
成

3
1
年

１
月

3
1
日

福
岡

県
障

が
い

者
ス

ポ
ー

ツ
協

会

福
岡

県
女

性
財

団

平
成

3
1
年

１
月

1
0
日

出 資 団 体

北
九

州
空

港
利

用
促

進
協

議
会

直
鞍

地
域

鳥
獣

被
害

防
止

対
策

協
議

会

西
日

本
鉄

道
株

式
会

社

鶴
味

噌
醸

造
株

式
会

社

一
般

財
団

法
人

九
州

環
境

管
理

協
会
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一
般

社
団

法
人

八
女

筑
後

医
師

会

学
校

法
人

　
宮

田
学

園

国
際

貢
献

専
門

大
学

校

一
般

社
団

法
人

福
岡

県
私

学
教

育
振

興
会

一
般

社
団

法
人

福
岡

県
バ

ス
協

会

学
校

法
人

　
産

業
医

科
大

学

産
業

医
科

大
学

病
院

２
監

査
の

主
眼

今
回

の
監

査
は

、
財

政
的

援
助

等
に

係
る

出
納

そ
の

他
の

事
務

が
、

援
助

等
の

目
的

に
沿

っ
て

適
正

か
つ

効
率

的
に

 執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

第
２

監
査

の
結

果

今
回

の
監

査
の

結
果

、
各

監
査

対
象

団
体

に
お

け
る

財
政

的
援

助
等

に
係

る
出

納
そ

の
他

の
事

務
は

、
下

記
事

項
を

 除
き

、
調

査
し

た
範

囲
に

お
い

て
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

た
。

１
指

摘
事

項
（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、

著
し

く
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

該
当

な
し

２
注

意
事

項
（
是

正
又

は
改

善
等

を
要

し
、

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）

注
意

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

補 　 助 　 金 　 等 　 交 　 付 　 団 　 体

説
　

　
　

　
　

　
　

　
明

平
成

3
1
年

２
月

５
日

平
成

3
1
年

２
月

７
日

平
成

3
1
年

２
月

６
日

平
成

3
1
年

２
月

７
日

平
成

3
1
年

２
月

５
日

予
算

決
算

・
資

産
管

理

所
管

部
局

名

商
工

部

平
成

3
1
年

２
月

６
日

平
成

3
0
年

1
2
月

６
日

区
分

監
査

対
象

団
体

名
監

　
査

　
実

　
施

　
日

公 の 施 設 の

指 定 管 理 者

　
債

権
回

収
の

委
託

契
約

に
お

い
て

、
当

該
団

体
は

債
権

回
収

会
社

に
遅

滞
な

く
回

収
金

を
送

金
さ

せ
る

べ
き

で
あ

っ
た

に
も

か
か

わ
ら

ず
、

全
く

送
金

さ
せ

て
い

な
か

っ
た

。

福
岡

県
職

業
能

力
開

発
協

会

ク
ロ

ー
バ

ー
プ

ラ
ザ

管
理

運
営

共
同

事
業

体

調
査

区
分

ＪＴ
Ｂ

・
フ

ァ
ビ

ル
ス

共
同

事
業

体
平

成
3
0
年

1
1
月

2
0
日

株
式

会
社

西
日

本
新

聞
イ

ベ
ン

ト
サ

ー
ビ

ス
平

成
3
0
年

1
1
月

2
9
日
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　監査公表第32号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を人づくり・県民生活部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文

化交流センター等36機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之
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第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
、
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

（
１
）
監
査
対
象
機
関
：
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
、
保
健
医
療
介
護
部
及
び
福
祉
労
働
部
の
出
先
機
関

機
関

（
２
）
監
査
対
象
期
間
：
平
成

年
９
月
１
日
～
平
成

年
８
月

日

（
３
）
監
査
実
施
期
間
：
平
成

年
月
２
日
～
平
成

年
月

日

（
３
）
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

人
づ
く
り

・
県
民

生
活
部

ア
ジ
ア
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

女
性

相
談

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

平
成
年
月
日

保 健 医 療 介 護 部

筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

粕
屋

保
健

福
祉

事
務

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

糸
島

保
健

福
祉

事
務

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

宗
像
・
遠
賀
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

嘉
穂
・
鞍
手
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

田
川

保
健

福
祉

事
務

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

北
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

南
筑
後
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

京
築
保
健
福
祉
環
境
事
務
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

保
健

環
境

研
究

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

食
肉

衛
生

検
査

所
平
成
年
月
日

福 祉 労 働 部

福
岡

児
童

相
談

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

久
留

米
児

童
相

談
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

田
川

児
童

相
談

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

大
牟

田
児

童
相

談
所

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

宗
像

児
童

相
談

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

京
築

児
童

相
談

所
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

福
岡

学
園

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

障
が

い
者

更
生

相
談

所
平
成
年
月
日

粕
屋

新
光

園
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

福
岡
労
働
者
支
援
事
務
所

平
成
年
月
日

北
九
州
労
働
者
支
援
事
務
所

平
成
年
月
日

筑
後
労
働
者
支
援
事
務
所

平
成
年
月
日

筑
豊
労
働
者
支
援
事
務
所

平
成
年
月
日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

福 祉 労 働 部

福
岡

高
等

技
術

専
門

校
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

戸
畑

高
等

技
術

専
門

校
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

小
竹

高
等

技
術

専
門

校
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

久
留
米
高
等
技
術
専
門
校

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

大
牟
田
高
等
技
術
専
門
校

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

田
川

高
等

技
術

専
門

校
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

小
倉

高
等

技
術

専
門

校
平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

福
岡
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校

平
成
年
月
日
～
平
成
年
月
日

２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性

を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

特
に
、
生
活
保
護
費
の
支
給
状
況
に
つ
い
て
は
、
収
入
及
び
各
種
扶
助
の
認
定
並
び
に
支
給
が
適
正
に
行
わ
れ
て

い
る
か
を
重
点
事
項
と
し
て
監
査
を
行
っ
た
。

３
監
査
の
範
囲
等

（
１
）
財
務
に
関
す
る
事
務
の
監
査
の
範
囲

ア
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及
び
払
込
み

の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証

紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

イ
支
出

報
償
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

ウ
人
件
費

報
酬
及
び
賃
金
の
執
行
状
況
、
通
勤
手
当
（
変
更
分
）
の
認
定
及
び
支
給
状
況

エ
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

オ
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況

カ
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

キ
扶
助
費

扶
助
費
の
執
行
状
況
生
活
保
護
費
を
除
く

（
２
）
重
点
事
項
の
監
査
の
範
囲
等

ア
監
査
対
象
機
関

保
健
福
祉
（
環
境
）
事
務
所
７
機
関

イ
監
査
の
内
容

生
活
保
護
費
の
支
給
状
況
に
つ
い
て

ウ
監
査
の
視
点

収
入
及
び
各
種
扶
助
の
認
定
並
び
に
支
給
は
、
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
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第
２
監
査
の
結
果

１
財
務
に
関
す
る
事
務
２
の
重
点
事
項
を
除
く

今
回
の
監
査
の
結
果
、
下
記
事
項
を
除
き
、
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

（
１
）
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

福
祉
労
働
部

福
岡
高
等
技
術
専
門
校

支
出

１
廃
棄
物
処
理
業
務
の
支
出
に
お
い
て
、
支
出
科
目
を
誤
っ
て
い

た
。

計
１
件

（
２
）
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

保
健
医
療
介
護
部

収
入

２
生
活
保
護
費
返
還
金
に
お
い
て
、
収
入
未
済
額
が
前
年
度
に
比

べ
て
増
加
し
て
い
る
。

契
約

１
総
合
庁
舎
構
内
交
換
電
話
設
備
改
修
工
事
に
お
い
て
、
決
裁
権

者
の
承
認
を
得
ず
に
工
期
を
変
更
し
て
い
た
。

福
祉
労
働
部

収
入

１
職
業
訓
練
委
託
費
返
還
金
に
お
い
て
、
前
年
度
に
引
き
続
き
、

未
収
金
回
収
の
た
め
の
充
分
な
徴
収
努
力
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

計
４
件

２
重
点
事
項
（
生
活
保
護
費
の
支
給
状
況
）

保
健
福
祉
（
環
境
）
事
務
所
の
監
査
対
象
期
間
末
日
現
在
の
被
保
護
世
帯
数

世
帯
の
う
ち
、

世
帯
を

抽
出
（
抽
出
率

％
）
し
調
査
を
行
っ
た
。

監
査
の
視
点
か
ら
見
た
と
こ
ろ
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

（
１
）
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

該
当
な
し

（
２
）
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

調
査
区
分
件
数

説
明

保
健
医
療
介
護
部

支
出

１
生
活
保
護
費
に
お
い
て
、
住
宅
扶
助
費
の
入
力
を
誤
っ
た
た
め
、
支

給
過
大
と
な
っ
て
い
た
。

計
１
件
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０
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号

福
岡

県
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

　監査公表第33号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を警察本部関係機関の北九州市警察部等41機関について実施したので、その結

果を次のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之
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福
岡

県
公

報
57

平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
、
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

（
１
）
監
査
対
象
機
関
：
警
察
本
部
関
係
機
関

機
関

（
２
）
監
査
対
象
期
間
：
平
成

年
月
１
日
～
平
成

年
月

日

（
３
）
監
査
実
施
期
間
：
平
成

年
１
月

日
～
平
成

年
２
月

日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

北
九
州
市
警
察
部

平
成
年
１
月
日

警
察

学
校

平
成
年
１
月
日

交
通

機
動

隊
平
成
年
１
月
日

高
速
道
路
交
通
警
察
隊

平
成
年
１
月
日

第
一

機
動

隊
平
成
年
１
月
日

第
二

機
動

隊
平
成
年
１
月
日

中
央

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

博
多

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

東
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

南
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

早
良

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

西
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

粕
屋

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

春
日

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

筑
紫

野
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

糸
島

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

宗
像

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

朝
倉

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

博
多
臨
港
警
察
署

平
成
年
１
月
日

福
岡
空
港
警
察
署

平
成
年
１
月
日

小
倉

北
警

察
署

平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

小
倉

南
警

察
署

平
成
年
２
月
７
日
～
平
成
年
２
月
８
日

八
幡

東
警

察
署

平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

八
幡

西
警

察
署

平
成
年
２
月
７
日
～
平
成
年
２
月
８
日

折
尾

警
察

署
平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

若
松

警
察

署
平
成
年
１
月
日

戸
畑

警
察

署
平
成
年
１
月
日

門
司

警
察

署
平
成
年
２
月
５
日
～
平
成
年
２
月
６
日

行
橋

警
察

署
平
成
年
２
月
７
日
～
平
成
年
２
月
８
日

豊
前

警
察

署
平
成
年
１
月
日

飯
塚

警
察

署
平
成
年
２
月
５
日
～
平
成
年
２
月
６
日

嘉
麻

警
察

署
平
成
年
１
月
日



第
４
０
８
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福
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県
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

３
監
査
の
範
囲

（
１
）
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及

び
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解

消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

（
２
）
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

（
３
）
人
件
費

報
酬
及
び
賃
金
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
状
況

（
４
）
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

（
５
）
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況

（
６
）
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

第
２
監
査
の
結
果

今
回
の
監
査
の
結
果
、
財
務
に
関
す
る
事
務
は
、
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

直
方

警
察

署
平
成
年
１
月
日

田
川

警
察

署
平
成
年
２
月
５
日
～
平
成
年
２
月
６
日

久
留

米
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
２
月
１
日

小
郡

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

う
き

は
警

察
署

平
成
年
２
月
日

筑
後

警
察

署
平
成
年
１
月
日

八
女

警
察

署
平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
２
月
１
日

柳
川

警
察

署
平
成
年
１
月
日

大
牟

田
警

察
署

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
２
月
１
日
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

　監査公表第34号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を総務部、企画・地域振興部及び商工部出先機関の公文書館等27機関について

実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

第
１
監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
、
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

監
査
対
象
機
関
：
総
務
部
、
企
画
・
地
域
振
興
部
及
び
商
工
部
の
出
先
機
関

機
関

監
査
対
象
期
間
：
平
成

年
月
１
日
～
平
成

年
月

日

監
査
実
施
期
間
：
平
成

年
１
月
９
日
～
平
成

年
２
月

日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

総 務 部

公
文

書
館

平
成
年
２
月
１
日

職
員

研
修

所
平
成
年
２
月
１
日

博
多
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

東
福
岡
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
９
日
～
平
成
年
１
月
日

西
福
岡
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

筑
紫
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
９
日
～
平
成
年
１
月
日

北
九
州
東
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

北
九
州
西
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

田
川
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日

飯
塚
・
直
方
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

久
留
米
県
税
事
務
所

平
成
年
１
月
日
～
平
成
年
１
月
日

大
牟
田
県
税
事
務
所

平
成
年
２
月
１
日

筑
後
県
税
事
務
所

平
成
年
２
月
１
日

行
橋
県
税
事
務
所

平
成
年
２
月
１
日

消
防

学
校

平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

企
画
・
地

域
振
興
部

東
京

事
務

所
平
成
年
２
月
７
日
～
平
成
年
２
月
８
日

パ
ス
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

平
成
年
２
月
７
日
～
平
成
年
２
月
８
日

商 工 部

福
岡
中
小
企
業
振
興
事
務
所

平
成
年
２
月
日

久
留
米
中
小
企
業
振
興
事
務
所

平
成
年
２
月
日

北
九
州
中
小
企
業
振
興
事
務
所

平
成
年
２
月
日

飯
塚
中
小
企
業
振
興
事
務
所

平
成
年
２
月
１
日

計
量

検
定

所
平
成
年
２
月
１
日

大
阪

事
務

所
平
成
年
２
月
１
日

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー

平
成
年
２
月
５
日
～
平
成
年
２
月
６
日

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
生
物
食
品
研
究
所

平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
イ
ン
テ
リ
ア
研
究
所

平
成
年
２
月
日
～
平
成
年
２
月
日

工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
機
械
電
子
研
究
所

平
成
年
２
月
５
日
～
平
成
年
２
月
６
日
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４
０
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福
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県
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経
済
性
、
効
率
性
及
び

有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

３
監
査
の
範
囲

収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及
び

払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の

取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

人
件
費

報
酬
及
び
賃
金
の
執
行
状
況
、
通
勤
手
当
（
変
更
分
）
の
認
定
及
び
支
給
状
況

契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況

物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

県
税

個
人
事
業
税
等
の
賦
課
徴
収
及
び
債
権
管
理
状
況

第
２
監
査
の
結
果

今
回
の
監
査
の
結
果
、
財
務
に
関
す
る
事
務
は
、
下
記
事
項
を
除
き
、
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
適
正
に

執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

総
務
部

東
福
岡

県
税
事
務
所

収
入

１
個
人
事
業
税
に
お
い
て
、
徴
収
金
額
が
不
足
し
て
い
た
。

総
務
部

消
防
学
校

支
出

１
施
設
の
改
修
に
お
い
て
、
支
出
科
目
を
誤
っ
て
い
た
。

企
画
・
地
域

振
興
部

東
京
事
務
所

収
入

１
契
約
に
基
づ
く
徴
収
金
に
お
い
て
、
収
入
科
目
を
誤
っ
て
い

た
。

計
３
件
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

２
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

総
務
部

収
入

１
個
人
事
業
税
に
お
い
て
、
徴
収
金
額
が
不
足
し
て
い
た
。

計
１
件
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平
成
31
年
３
月
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金
曜
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　監査公表第35号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を教育委員会の福岡教育事務所等133機関について実施したので、その結果を次

のとおり公表する。

　　平成31年３月29日

福岡県監査委員　　山　下　 　郎　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　行　正　晴　實　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　岩　﨑　　　勇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　江　藤　秀　之
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平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

第
１

監
査
の
概
要

１
監
査
対
象
機
関
、
監
査
対
象
期
間
及
び
監
査
実
施
期
間

１
監
査
対
象
機
関
：
教
育
委
員
会
の
出
先
機
関

機
関

２
監
査
対
象
期
間
：
平
成

年
９
月
１
日
～
平
成

年
８
月

日

３
監
査
実
施
期
間
：
平
成

年
月
２
日
～
平
成

年
月

日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

福
岡

教
育

事
務

所
平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

北
九
州
教
育
事
務
所

平
成

年
月
２
日
～
平
成

年
月
３
日

北
筑
後
教
育
事
務
所

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

南
筑
後
教
育
事
務
所

平
成

年
月
２
日
～
平
成

年
月
４
日

筑
豊

教
育

事
務

所
平
成

年
月
１
日
～
平
成

年
月
２
日

京
築

教
育

事
務

所
平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

教
育

セ
ン

タ
ー

平
成

年
月

日

体
育

研
究

所
平
成

年
月

日

美
術

館
平
成

年
月

日

図
書

館
平
成

年
月

日

社
会
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

平
成

年
月

日

英
彦

山
青

年
の

家
平
成

年
月

日

少
年
自
然
の
家
「
玄
海
の
家
」

平
成

年
月

日

九
州

歴
史

資
料

館
平
成

年
月

日

青
豊

高
等

学
校

平
成

年
月

日

築
上

西
高

等
学

校
平
成

年
月

日

育
徳

館
高

等
学

校
平
成

年
月

日

苅
田
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

京
都

高
等

学
校

平
成

年
月

日

行
橋

高
等

学
校

平
成

年
月

日

門
司
学
園
高
等
学
校

平
成

年
月

日

門
司
大
翔
館
高
等
学
校

平
成

年
月

日

小
倉

南
高

等
学

校
平
成

年
月

日

小
倉
商
業
高
等
学
校

平
成

年
月
４
日

小
倉

高
等

学
校

平
成

年
月

日

小
倉
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

小
倉

西
高

等
学

校
平
成

年
月

日
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金
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監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

北
九

州
高

等
学

校
平
成

年
月

日

小
倉

東
高

等
学

校
平
成

年
月
５
日

戸
畑

高
等

学
校

平
成

年
月

日

ひ
び

き
高

等
学

校
平
成

年
月

日

戸
畑
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

若
松

高
等

学
校

平
成

年
月
２
日

若
松
商
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

八
幡

高
等

学
校

平
成

年
月

日

八
幡
中
央
高
等
学
校

平
成

年
月

日

八
幡
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

八
幡

南
高

等
学

校
平
成

年
月

日

北
筑

高
等

学
校

平
成

年
月
１
日

東
筑

高
等

学
校

平
成

年
月

日

折
尾

高
等

学
校

平
成

年
月

日

中
間

高
等

学
校

平
成

年
月

日

遠
賀

高
等

学
校

平
成

年
月

日

宗
像

高
等

学
校

平
成

年
月

日

光
陵

高
等

学
校

平
成

年
月

日

水
産

高
等

学
校

平
成

年
月

日

玄
界

高
等

学
校

平
成

年
月

日

新
宮

高
等

学
校

平
成

年
月

日

福
岡
魁
誠
高
等
学
校

平
成

年
月

日

須
恵

高
等

学
校

平
成

年
月

日

宇
美
商
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

香
住

丘
高

等
学

校
平
成

年
月

日

香
椎

高
等

学
校

平
成

年
月

日

香
椎
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

博
多
青
松
高
等
学
校

平
成

年
月

日

福
岡

高
等

学
校

平
成

年
月

日

筑
紫

丘
高

等
学

校
平
成

年
月

日

柏
陵

高
等

学
校

平
成

年
月

日

福
岡
中
央
高
等
学
校

平
成

年
月

日

城
南

高
等

学
校

平
成

年
月

日

修
猷

館
高

等
学

校
平
成

年
月

日

福
岡
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

福
岡
講
倫
館
高
等
学
校

平
成

年
月

日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

早
良

高
等

学
校

平
成

年
月

日

玄
洋

高
等

学
校

平
成

年
月

日

筑
前

高
等

学
校

平
成

年
月

日

春
日

高
等

学
校

平
成

年
月
９
日

太
宰

府
高

等
学

校
平
成

年
月
７
日

福
岡
農
業
高
等
学
校

平
成

年
月
６
日

筑
紫
中
央
高
等
学
校

平
成

年
月

日

武
蔵

台
高

等
学

校
平
成

年
月
８
日

筑
紫

高
等

学
校

平
成

年
月

日

糸
島

高
等

学
校

平
成

年
月

日

糸
島
農
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

小
郡

高
等

学
校

平
成

年
月

日

三
井

高
等

学
校

平
成

年
月

日

久
留
米
筑
水
高
等
学
校

平
成

年
月

日

明
善

高
等

学
校

平
成

年
月

日

久
留

米
高

等
学

校
平
成

年
月

日

三
潴

高
等

学
校

平
成

年
月

日

大
川
樟
風
高
等
学
校

平
成

年
月

日

伝
習

館
高

等
学

校
平
成

年
月

日

山
門

高
等

学
校

平
成

年
月

日

三
池

高
等

学
校

平
成

年
月

日

三
池
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

大
牟
田
北
高
等
学
校

平
成

年
月

日

あ
り
あ
け
新
世
高
等
学
校

平
成

年
月

日

八
女

高
等

学
校

平
成

年
月

日

八
女
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

福
島

高
等

学
校

平
成

年
月

日

八
女
農
業
高
等
学
校

平
成

年
月
５
日

浮
羽
工
業
高
等
学
校

平
成

年
月

日

浮
羽
究
真
館
高
等
学
校

平
成

年
月

日

朝
倉

高
等

学
校

平
成

年
月

日

朝
倉

東
高

等
学

校
平
成

年
月

日

朝
倉
光
陽
高
等
学
校

平
成

年
月

日

田
川

高
等

学
校

平
成

年
月

日

東
鷹

高
等

学
校

平
成

年
月
８
日

田
川
科
学
技
術
高
等
学
校

平
成

年
月
６
日
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監
査
対
象
機
関
名

監
査

実
施

日

西
田

川
高

等
学

校
平
成

年
月
７
日

稲
築
志
耕
館
高
等
学
校

平
成

年
月

日

嘉
穂

高
等

学
校

平
成

年
月

日

嘉
穂

東
高

等
学

校
平
成

年
月

日

嘉
穂
総
合
高
等
学
校

平
成

年
月
９
日

鞍
手

高
等

学
校

平
成

年
月

日

直
方

高
等

学
校

平
成

年
月

日

筑
豊

高
等

学
校

平
成

年
月

日

鞍
手
竜
徳
高
等
学
校

平
成

年
月

日

築
城
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

小
倉
聴
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

北
九
州
視
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

特
別
支
援
学
校
「
北
九
州
高
等
学
園
」

平
成

年
月

日

古
賀
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月
６
日
～
平
成

年
月
７
日

福
岡
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

福
岡
聴
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月
６
日
～
平
成

年
月
７
日

福
岡
高
等
聴
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

太
宰
府
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

福
岡
視
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

福
岡
高
等
視
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

特
別
支
援
学
校
「
福
岡
高
等
学
園
」

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

小
郡
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

久
留
米
聴
覚
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

田
主
丸
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

柳
河
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月
４
日
～
平
成

年
月
５
日

筑
後
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日
～
平
成

年
月

日

川
崎
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

嘉
穂
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月
４
日
～
平
成

年
月
５
日

直
方
特
別
支
援
学
校

平
成

年
月

日

育
徳

館
中

学
校

平
成

年
月

日

門
司

学
園

中
学

校
平
成

年
月

日

宗
像

中
学

校
平
成

年
月

日

嘉
穂
高
等
学
校
附
属
中
学
校

平
成

年
月

日

輝
翔
館
中
等
教
育
学
校

平
成

年
月

日
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平
成
31
年
３
月
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日
　
金
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２
監
査
の
主
眼

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経
済
性
、
効
率
性
及

び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

３
監
査
の
範
囲

１
収
入

使
用
料
、
手
数
料
、
財
産
貸
付
収
入
、
生
産
物
売
払
収
入
、
雑
入
等
の
調
定
及
び
収
入
事
務

２
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
委
託
料
、
扶
助
費
等
の
支
出
事
務

３
人
件
費

報
酬
、
賃
金
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
事
務

４
契
約

契
約
の
締
結
及
び
履
行
確
認
事
務

５
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況

６
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

第
２

監
査
の
結
果

今
回
の
監
査
の
結
果
、
財
務
に
関
す
る
事
務
は
下
記
事
項
を
除
き
、
調
査
し
た
範
囲
に
お
い
て
適
正
に

執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

社
会
教
育
総
合

セ
ン
タ
ー

収
入

１
委
託
契
約
に
基
づ
く
徴
収
金
に
お
い
て
、
収
入

科
目
を
誤
っ
て
い
た
。

福
岡
聴
覚
特
別

支
援
学
校

支
出

１

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
お
い
て
、
算
定

を
誤
っ
た
た
め
、
支
給
不
足
及
び
支
給
過
大
と
な

っ
て
い
た
。

福
岡
農
業
高
等

学
校

契
約

１
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
、
契
約
保
証
金
を
徴

し
て
い
な
か
っ
た
。

浮
羽
工
業
高
等

学
校

契
約

１
工
事
請
負
契
約
に
お
い
て
、
契
約
保
証
金
を
徴

し
て
い
な
か
っ
た
。

計
４
件
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成
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２
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

教
育
委
員
会

収
入

２
庁
舎
等
維
持
負
担
金
に
お
い
て
、
下
水
道
使
用

料
に
係
る
経
費
を
徴
収
し
て
い
な
か
っ
た
。

１
授
業
料
に
お
い
て
、
調
定
が

日
遅
延
し
て

い
た
。

支
出

１

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
お
い
て
、
通
学

費
の
認
定
を
誤
っ
た
た
め
、
支
給
不
足
と
な
っ
て

い
た
。

１

特
別
支
援
教
育
就
学
奨
励
費
に
お
い
て
、
学
用

品
・
通
学
用
品
の
算
定
を
誤
っ
た
た
め
、
支
給
不

足
と
な
っ
て
い
た
。

契
約

１

そ
の
他
需
用
費
修
繕
料
に
お
い
て
、
支
出
負

担
行
為
決
議
書
に
よ
る
決
裁
前
に
修
繕
工
事
を
発

注
し
て
い
た
。

計
６
件
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成
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３
月
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金
曜
日

第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
監

査
対

象
機

関
、

監
査

対
象

期
間

及
び

監
査

実
施

期
間

　
（

１
）

監
査

対
象

機
関

：
知

事
部

局
出

先
機

関
及

び
警

察
本

部
関

係
機

関
2
7
機

関

　
（

２
）

監
査

対
象

期
間

：
平

成
3
0
年

３
月

１
日

、
平

成
3
0
年

４
月

１
日

か
ら

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
監

査
実

施
日

ま
で

　
（

３
）

監
査

実
施

期
間

：
平

成
3
0
年

９
月

３
日

～
平

成
3
0
年

1
0
月

3
1
日

　
　

　
監

査
対

象
機

関
ご

と
の

監
査

対
象

期
間

及
び

監
査

実
施

日
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

監
査

実
施

日

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

大
阪

事
務

所
平

成
年

月
日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

交
通

機
動

隊

高
速

道
路

交
通

警
察

隊

警
察

学
校

商 工 部

消
防

学
校

警 察 本 部

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

イ
ン

テ
リ

ア
研

究
所

博
多

臨
港

警
察

署

公
文

書
館

監
査

対
象

期
間

平
成

年
月

日

監
査

対
象

機
関

名

総 務 部

平
成

年
月

日
西

福
岡

県
税

事
務

所

平
成

年
月

日

行
橋

県
税

事
務

所

福
岡

中
小

企
業

振
興

事
務

所

飯
塚

中
小

企
業

振
興

事
務

所

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

、
化

学
繊

維
研

究
所

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

門
司

警
察

署
平

成
年

月
日

八
幡

東
警

察
署

平
成

年
月

日

朝
倉

警
察

署

粕
屋

警
察

署

東
警

察
署

筑
紫

野
警

察
署

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

北
九

州
東

県
税

事
務

所

久
留

米
県

税
事

務
所

福
岡

空
港

警
察

署
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監
査

実
施

日

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

 
 
２

　
監

査
の

主
眼

　
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

併
せ

て
、

経
済

　
　

性
、

効
率

性
及

び
有

効
性

を
考

慮
し

て
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

ま
た

、
内

部
統

制
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

　
　

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
賃

　
金

　
　

　
　

：
任

用
さ

れ
た

本
人

へ
の

面
談

に
よ

る
任

用
事

実
等

の
確

認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
　

：
物

品
納

入
業

者
に

対
す

る
取

引
状

況
の

確
認

及
び

耐
久

性
の

あ
る

物
品

の
現

物
確

認

　
３

　
監

査
の

範
囲

　
 
(
１

)
 
 
時

間
外

勤
務

手
当

 
　

(
２

)
 
 
賃

金

 
　

(
３

)
 
 
旅

費

 
　

(
４

)
 
 
交

際
費

　
 
(
５

)
 
 
食

糧
費

 
　

(
６

)
 
 
そ

の
他

需
用

費

 
　

(
７

)
 
 
タ

ク
シ

ー
借

上
料

 
　

(
８

)
 
 
会

場
借

上
料

 
　

(
９

)
 
 
備

品
購

入
費

 
 
 
(
1
0
)
 
 
内

部
統

制

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
今

回
の

監
査

の
結

果
、

財
務

に
関

す
る

事
務

は
、

下
記

の
事

項
を

除
き

、
調

査
し

た
範

囲
に

お
い

て
適

正
に

執
行

　
　

さ
れ

て
い

た
。

　
１

　
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）
　

　
　

　
該

当
な

し
　

　
２

　
注

意
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

　
　

　
　

注
意

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

　

　
　

　
特

殊
勤

務
手

当
　

：
特

殊
勤

務
手

当
実

績
と

業
務

日
誌

等
と

の
照

合
確

認

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

嘉
麻

警
察

署

平
成

年
月

日
筑

後
警

察
署

八
女

警
察

署
平

成
年

月
日

う
き

は
警

察
署

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

豊
前

警
察

署

警 察 本 部

平
成

年
月

日

対
象

機
関

の

属
す

る
部

局
名

調
査

区
分

件
数

説
　

　
明

　
　

平
成

26
年

度
と

同
様

に
、

郵
便

切
手

等
出

納
整

理
簿

の
残

数
と

　
現

物
の

数
が

一
致

し
て

い
な

か
っ

た
。

財
産

商
工

部

計
1 

件
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第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
監

査
対

象
機

関
、

監
査

対
象

期
間

及
び

監
査

実
施

期
間

　
（

１
）

監
査

対
象

機
関

：
知

事
部

局
、

教
育

庁
及

び
警

察
本

部
の

5
1
機

関

　
（

２
）

監
査

対
象

期
間

：
平

成
3
0
年

５
月

１
日

、
平

成
3
0
年

６
月

１
日

、
平

成
3
0
年

７
月

１
日

か
ら

監
査

実
施

日
ま

で

　
（

３
）

監
査

実
施

期
間

：
平

成
3
0
年

1
1
月

6
日

か
ら

平
成

3
1
年

１
月

3
0
日

ま
で

　
　

　
監

査
対

象
機

関
ご

と
の

監
査

対
象

期
間

及
び

監
査

実
施

日
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

監
査

実
施

日

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日

防
災

企
画

課
平

成
年

月
日

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

総 務 部

財
産

活
用

課

企 画 ・

地 域 振 興 部

情
報

政
策

課
平

成
年

月
日

平
成

年
月

日

国
際

政
策

課
平

成
年

月
日

空
港

整
備

課

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

政
策

課
平

成
年

月
日

男
女

共
同

参
画

推
進

課
人 づ く り ・

県 民 生 活 部

平
成

年
月

日

介
護

保
険

課
平

成
年

月
日

薬
務

課

保 健 医 療 介 護 部

生
活

衛
生

課

平
成

年
月

日

障
が

い
福

祉
課

平
成

年
月

日

児
童

家
庭

課

商 工 部

新
事

業
支

援
課

環 境
部

自
然

環
境

課
平

成
年

月
日

福 祉 労 働

部

平
成

年
月

日

中
小

企
業

技
術

振
興

課
平

成
年

月
日

新
産

業
振

興
課

平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

団
体

指
導

課
平

成
年

月
日

農
山

漁
村

振
興

課

経
営

技
術

支
援

課
平

成
年

月
日

平
成

年
月

日

福
岡

農
林

事
務

所

畜
産

課

平
成

年
月

日

農 林 水 産 部



第
４
０
８
０
号

福
岡

県
公

報
75

平
成
31
年
３
月
29
日
　
金
曜
日

監
査
実
施
日

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
平
成

年
月

日
ま
で

～
平
成

年
月

日
平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

平
成

年
月

日
か
ら

平
成

年
月

日
ま
で

監
査
対
象
機
関
名

監
査
対
象
期
間

農 林 水 産 部

朝
倉

農
林

事
務

所
平
成

年
月

日

八
幡

農
林

事
務

所
平
成

年
月

日

飯
塚

農
林

事
務

所
平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

農
林

業
総

合
試

験
場

資
源
活
用
研
究
セ
ン
タ
ー

平
成

年
月

日

農
林

業
総

合
試

験
場

平
成

年
月

日

水
産
海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー

豊
前

海
研

究
所

平
成

年
月

日

農
業

大
学

校

平
成

年
月

日

県 土 整 備 部

企
画

課
平
成

年
月

日

水
産
海
洋
技
術
セ
ン
タ
ー

内
水

面
研

究
所

用
地

課
平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

砂
防

課
平
成

年
月

日

道
路

建
設

課

平
成

年
月

日

久
留
米
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

福
岡
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

京
築
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

直
方
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

北
九
州
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

朝
倉
県
土
整
備
事
務
所

平
成

年
月

日

建 築 都 市

部

建
築

都
市

総
務

課
平
成

年
月

日

苅
田

港
務

所

住
宅

計
画

課
平
成

年
月

日

平
成

年
月

日

社
会

教
育

課
平
成

年
月

日

教
職

員
課

会
計

課
警 察 本 部

広
報

課
平
成

年
月

日

教 育 委 員

会

平
成

年
月

日

鉄
道

警
察

隊
平
成

年
月

日

教
養

課
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監
査

実
施

日

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

平
成

年
月

日
か

ら
平

成
年

月
日

ま
で

 
 
２

　
監

査
の

主
眼

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

併
せ

て
、

経
済

　
　

性
、

効
率

性
及

び
有

効
性

を
考

慮
し

て
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

ま
た

、
内

部
統

制
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

　
　

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
賃

　
金

　
　

　
　

：
任

用
さ

れ
た

本
人

へ
の

面
談

に
よ

る
任

用
事

実
等

の
確

認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
　

：
物

品
納

入
業

者
に

対
す

る
取

引
状

況
の

確
認

及
び

耐
久

性
の

あ
る

物
品

の
現

物
確

認

　
　

　
特

殊
勤

務
手

当
　

：
特

殊
勤

務
手

当
実

績
と

業
務

日
誌

等
と

の
照

合
確

認

　
３

　
監

査
の

範
囲

　
 
(
１

)
 
 
時

間
外

勤
務

手
当

 
　

(
２

)
 
 
賃

金

 
　

(
３

)
 
 
旅

費

 
　

(
４

)
 
 
交

際
費

　
 
(
５

)
 
 
食

糧
費

 
　

(
６

)
 
 
そ

の
他

需
用

費

 
　

(
７

)
 
 
タ

ク
シ

ー
借

上
料

 
　

(
８

)
 
 
会

場
借

上
料

 
　

(
９

)
 
 
備

品
購

入
費

 
 
 
(
1
0
)
 
 
内

部
統

制

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
今

回
の

監
査

の
結

果
、

財
務

に
関

す
る

事
務

は
、

下
記

の
事

項
を

除
き

、
調

査
し

た
範

囲
に

お
い

て
適

正
に

執
行

　
　

さ
れ

て
い

た
。

　
１

　
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）
　

　
　

　
指

摘
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

警 察 本 部

組
織

犯
罪

対
策

課
平

成
年

月
日

国
際

捜
査

課
平

成
年

月
日

外
事

課
平

成
年

月
日

対
象

機
関

名
調

査
区

分
件

数
説

　
　

明

農
山

漁
村

振
興

課
支

　
出

　
緊

急
用

前
渡

資
金

に
お

い
て

、
資

金
を

受
入

れ
て

い
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
支

出
命

令
者

は
預

金
通

帳
の

残
高

と
の

照
合

を
怠

っ
た

ま
ま

、
前

渡
資

金
差

引
簿

の
繰

越
の

承
認

を
毎

月
行

っ
て

い
る

な
ど

、
事

務
処

理
が

著
し

く
不

適
正

で
あ

っ
た

。

京
築

県
土

整
備

事
務

所
財

　
産

　
平

成
2
5
年

度
に

購
入

し
た

耐
久

性
の

あ
る

需
用

品
に

つ
い

て
、

現
物

の
確

認
が

で
き

な
か

っ
た

。

計
2
件
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２

　
注

意
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
適

正
又

は
妥

当
性

を
欠

く
も

の
）

　

　
　

　
注

意
事

項
に

該
当

す
る

も
の

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。
　

対
象

機
関

の

属
す

る
部

局
名

農
林

水
産

部
財

産

　
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
管

理
に

つ
い

て
、

管
理

物
品

一
覧

表
及

び
物

品
貸

出
簿

の
整

備
が

不
十
分

だ
っ

た
た

め
、

物
品

が
適

正
に

管
理

さ
れ

て
い

な
か

っ
た

。
　

な
お

、
昨

年
度

の
随

時
監

査
で

は
、

平
成

2
7
年

度
に

購
入
し

た
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

が
確

認
で

き
な

か
っ

た
。

教
育

委
員

会
そ

の
他

　
金

庫
の

中
に

取
得

経
緯

及
び

所
有
者

が
不

明
で

あ
る

金
券
が

多
数

あ
り

、
長

期
間

に
渡

り
そ

の
存

在
を

把
握
し

て
い

な
か

っ
た

。

計
2
件

調
査

区
分

件
数

説
　

　
明
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福岡県公安委員会規則第７号

　福岡県警察職員の配置定員に関する規則及び福岡県警察の組織に関する規則の一部を

改正する規則を制定し、ここに公布する。

　　平成31年３月29日

福岡県公安委員会　　

　　　福岡県警察職員の配置定員に関する規則及び福岡県警察の組織に関する規

　　　則の一部を改正する規則

　（福岡県警察職員の配置定員に関する規則の一部改正）

第�１条　福岡県警察職員の配置定員に関する規則（昭和46年福岡県公安委員会規則第８

号）の一部を次のように改正する。

　　第２条中「一般職員」を「警察行政職員」に改める。

　（福岡県警察の組織に関する規則の一部改正）

第�２条　福岡県警察の組織に関する規則（平成６年福岡県公安委員会規則第24号）の一

部を次のように改正する。

　第３条第２項、第53条第２項及び第56条の２第２項中「一般職員」を「警察行政職

員」に改める。

　第65条第２号中「一般職員初任科」を「警察行政職員初任科」に改める。

　第67条の２第２項中「一般職員」を「警察行政職員」に改める。

　　　附　則

　この規則は、平成31年４月１日から施行する。

福岡県公安委員会告示第57号

　警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第２項第１号に規定す

る警備員指導教育責任者講習（以下「講習」という。）及び警備員指導教育責任者及び

機械警備業務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第２号。

以下「講習規則」という。）第６条に規定する講習（以下「追加取得講習」という。）

を次のとおり実施するので、講習規則第２条の規定により公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県公安委員会　　

１　講習の区分

　　法第２条第１項第１号に係る警備業務

２　講習の種別、期日、時間及び場所�

　⑴�　法第 22条第２項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は講習規則第７条に

規定する警備員指導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等」

という。）の交付を受けていない者に対して行う講習（以下「新規取得講習」という。）

　

　※�　上記表中「講習期日」のうち、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例

第 23 号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）について

は、休講とする。

　⑵　追加取得講習

３　受講定員

　⑴　新規取得講習

　　　38名

　⑵　追加取得講習

　　　10名

公安委員会

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成31年５月16日（木）から
同年５月24日（金）までの間

午前９時30分から午後５時30
分まで（３日目から６日目ま
での講習については、午後４
時35分まで、最終日の講習に
ついては、午後０時10分まで
とし、その後午後１時00分か
ら修了考査を実施する。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号福岡県警察警備員教
育センター

講　習　期　日 講　習　時　間 講　習　場　所

平成31年５月21日（火）から
同年５月24日（金）までの間

午前９時30分から午後４時35
分まで（初日の講習は、午前
10時25分から開始し、最終日
の講習については、午後０時
10分までとし、その後午後１
時00分から修了考査を実施す
る。）

北九州市門司区小森江三丁目
９番１号福岡県警察警備員教
育センター
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　　　北九州市門司区小森江三丁目９番１号

　　　福岡県警察警備員教育センター

　⑶　必要書類

　　ア　新規取得講習

　　　ア　警備員指導教育責任者講習受講申込書（講習規則別記様式第１号）１通

　　　　※�　同申込書には、押印の上、申込前６月以内に撮影した無帽、無背景の顔写

真を貼付すること。

　　　イ　前記４⑴に掲げる受講対象者のいずれかに該当することを疎明する書面

　　　　ａ　アに該当する者

　最近５年間に当該警備業務に従事した期間が３年以上であることを疎明す

る警備業者等が作成する書面（以下「警備業務従事証明書等」という。）及

び履歴書

　　　　ｂ　イに該当する者

　　　　　　合格証明書（１級）の写し

　　　　ｃ　ウに該当する者�　

　合格証明書（２級）の写し及び２級検定に合格した後、継続して１年以上

当該警備業務の区分に係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務

従事証明書等

　　　　ｄ　エに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧１級検定に係る検定合格証の

写し

　　　　ｅ　オに該当する者

　旧検定規則第８条の規定により交付された旧２級検定に係る検定合格証の

写し及び旧２級検定に合格した後、継続して１年以上当該警備業務の区分に

係る警備業務に従事していることを疎明する警備業務従事証明書等

　　イ��追加取得講習

　　　ア　前記５（3）アに掲げる書面

　　　イ　当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し　　

　⑷　講習受講手数料

４　受講対象者

　⑴　新規取得講習

　　　受講申込時において、次のいずれかに該当する者とする。

　　ア�　最近５年間に当該講習の区分に係る警備業務（以下「当該警備業務」とい

う。）に従事した期間が通算して３年以上である者

　　イ�　警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「�

検定規則」という。）第４条に規定する１級の検定（当該警備業務の区分に係る

ものに限る。）に係る法第23条第４項の合格証明書（以下「合格証明書」という�

。）の交付を受けている者

　　ウ�　検定規則第４条に規定する２級の検定（当該警備業務の区分に係るものに限る�

。）に係る合格証明書の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交

付を受けた後、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事して

いる者

　　エ�　検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和

61年国家公安委員会規則第５号。以下「旧検定規則」という。）第１条第２項に

規定する当該警備業務に係る１級の検定（以下「旧１級検定」という。）に合格

した者

　　オ�　旧検定規則第１条第２項に規定する当該警備業務の区分に係る２級の検定（以

下「旧２級検定」という。）に合格した警備員であって、当該検定に合格した後�

、継続して１年以上当該警備業務の区分に係る警備業務に従事している者

　⑵　追加取得講習

　受講申込時において、当該講習以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格

者証等の交付を受けている者であって、前記４⑴アからオまでのいずれかに該当す

る者

５　受講申込手続等

　⑴　受付期間

　平成31年４月15日（月）から同年４月17日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間

　⑵　受付場所
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　　ア　新規取得講習

　　　　47,000円

　　イ　追加取得講習

　　　　23,000円

　　　※　受講申込時、福岡県領収証紙により納付すること。

また、納付した手数料については、受講申込みを取り消した場合又は受講し

なかった場合においても返還しない。

　⑸　申込方法等

　　ア�　受講を希望する者は、まず前記５⑴の受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教

育センターの受付専用電話（093（381）2627）に電話して受講希望の事前申込み

を行い、受付番号を取得すること。ただし、先着順で受付を行い、受付期間中で

あっても定員に達したときは、受付を行わないこととする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ�　受付番号を取得した者は、事前申込みを行った当日を含めた２日以内の午前９

時00分から午後５時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、

受付場所である福岡県警察警備員教育センターに赴き、受付番号を申告するとと

もに、前記５（3）に掲げる必要書類に受講手数料を添えて受講申込みを行うこと。

　　ウ�　受付番号を取得した場合であっても、事前申込みを行った当日を含めた２日以

内に、受講申込手続を行わなかった者の受付番号及び事前申込みは、無効とする。

　　エ�　受講申込みは、原則として受講希望者本人が行うこと。ただし、やむを得ない

事情等により代理人が行う場合は、受講希望者本人の委任状（本人が署名したも

のに限る。）を持参すること。

６　講習修了証明書の交付等

　⑴　各講習最終日に修了考査を実施する。

　⑵�　新規取得講習又は追加取得講習の課程を修了し、かつ、修了考査に合格（80 パー

セント以上の成績を合格とする。）した者に対し、警備員指導教育責任者講習修了証

明書を交付する。

７　その他

　⑴�　講習受講の際には、筆記用具及び受講申込み時に交付を受けた講習教本を必ず持

参すること。

　また、講習の中で実技訓練（救急法、護身術）を行うので、実技訓練実施日におい

ては動きやすい服装を用意すること（各受講者への貸与ロッカー有り）。

　⑵�　講習に関する問い合わせは、県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安�

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶�　受講申込書（講習規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課（生

活安全刑事課）又は福岡県警察警備員教育センターにおいて受け取ることができる�

。

　⑷�　福岡県領収証紙については、受付場所である福岡県警察警備員教育センターでは

販売していないことから、受講申込みに際しては、事前に購入しておくこと。

福岡県公安委員会告示第58号

　警備業法（昭和47年法律第117号）第23条に規定する検定を次のとおり実施するので、

警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則

」という。）第７条の規定により公示する。

　　平成31年３月29日

福岡県公安委員会　　

１　検定の種別

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

２　検定の実施日、時間及び場所

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成31年７月２日（火） 午前９時00分から午
後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター
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　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　カ�　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ　核燃料物質等危険物運搬警備業務の管理に関すること。

　　　ウ�　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

　　　ウ　核燃料物質等危険物に関すること。

　　　エ　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　オ�　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

　　イ　実技試験

　　　ア　車両による伴走及び周囲の見張りに関すること。

　　　イ�　核燃料物質等危険物に係る盗難等の事故が発生した場合における応急の措置

に関すること。

７　検定申請手続等

　⑴　受付期間

　平成31年５月27日（月）から同年５月29日（水）までの午前９時00分から午後５

時00分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）

　⑵　受検申請手続期間

　事前（電話）申込日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間（正

午から午後１時00分までの間を除く。）

　※�　上記各表の実施時間中、午前９時00分から午前９時30分までの間を受付時間とし�

、午前９時30分から筆記試験を開始する。

　　　また、全ての試験が終了した時点をもって、検定終了時刻とする。

３　受検定員

　　各検定15名

４　受検資格

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員であって、次の

いずれかに該当するもの

　　ア�　申込時に、検定を受けようとする警備業務の種別について２級の検定に係る合

格証明書の交付を受けている者であって、当該合格証明書の交付を受けた後、当

該種別の警備業務に従事している期間が１年以上であるもの

　　イ�　都道府県公安委員会が前記アに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると

認める者

　⑵　核燃料物質等危険物運搬警備業務２級

　　　福岡県内に住所を有する者又は福岡県内の営業所に属する警備員

５　検定の方法

　　検定は、学科試験及び実技試験により行う。

　なお、学科試験（５枝択一式20問）の後、実技試験を行うが、学科試験において不

合格（90パーセント以上の成績に満たない場合）となった者については実技試験を行

わない。

６　学科試験及び実技試験

　⑴　核燃料物質等危険物運搬警備業務１級

　　ア　学科試験

　　　ア　警備業務に関する基本的な事項

　　　イ　法令に関すること。

実　施　日 実施時間 実　　施　　場　　所

平成31年７月３日（水） 午前９時00分から午
後６時00分までの間

北九州市門司区小森江三丁目９番１号
福岡県警察警備員教育センター
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営業所の所在地を管轄する警察署に事前受付番号を申告するとともに、前記７⑷

に掲げる必要書類に検定手数料を添えて受検申請し、受検票の交付を受けること�

。

　　　※　書類持参以外の方法による申込み（郵送等）は、一切受け付けない。

　　ウ�　事前受付番号を取得した場合であっても、前記７⑵の受検申請手続期間（２日

間）内に受検申請手続を行わなかった者の事前受付番号及び事前申込みは、無効

とする。

　　エ�　受検申請手続は、原則として受検者本人が行うこと。ただし、やむを得ない事

情等により代理人が行う場合は、受検者本人の委任状（本人が署名したものに限

る。）を持参すること。

８　成績証明書の交付

　学科試験及び実技試験ともに合格（90パーセント以上の成績を合格とする。）した

者に対し、即日、成績証明書を交付する。

９　その他

　⑴　検定当日は、受検票、筆記用具及び動きやすい服装（靴）を必ず持参すること。

　⑵�　検定に関する問い合わせは、福岡県の休日を定める条例（平成元年福岡県条例第

23号）第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日、午前９時00分から午後５時45

分までの間（正午から午後１時00分までの間を除く。）、福岡県警察本部生活保安

課警備業係（電話092（641）4141内線3173、3174）又は福岡県警察警備員教育セン

ター（電話093（381）2627）に対して行うこと。

　⑶�　検定申請書（検定規則別記様式第１号）については、各警察署の生活安全課又は

生活安全刑事課において受け取ることができる（同申請書には押印が必要）。

　⑷�　福岡県領収証紙の売りさばき人情報については、福岡県のホームページ（URL：�

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/f04/kkaikei.html）で確認することができる。

　筑前海区漁業調整委員会指示第186号

　漁業法（昭和24年法律第267号）第67条第１項の規定に基づき、筑前海区における浮き

を使用した釣りの制限について、次のとおり指示する。ただし、試験研究機関が試験研

　⑶　受検申請手続場所

　　ア　住所地を管轄する警察署

　　イ　営業所を管轄する警察署

　⑷　必要書類

　　ア　必須書類

　　　ア　検定申請書（検定規則別記様式第１号）１通

　　　イ�　写真２枚（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の

長さ３センチメートル、横の長さ2.4センチメートルの写真で、その裏面に氏名

及び撮影年月日を記入したもの）

　　イ　必要に応じて添付すべき書類

　　　ア　住所地を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　住所地を疎明する書面（住民票の写しのコピー、運転免許証のコピー等）

　　　イ　営業所を管轄する警察署に申請する場合

　　　　　営業所に属していることを疎明する書面（営業所所属証明書等）

　⑸　検定手数料

　　　16,000円

　　※　検定手数料については、福岡県領収証紙により納付すること。

　また、検定手数料は、申請受付後に申請を取り消した場合又は受検しなかった

場合についても返還しない。

　⑹　申請方法

　　ア�　受検を希望する者は、原則として受検希望者本人が、まず前記７⑴の事前（電�

話）受付期間内に、必ず福岡県警察警備員教育センターの受付専用電話（093（381�

）2627）に電話して事前申込み（１電話につき１名）を行い、事前受付番号を取

得すること。ただし、先着順で事前受付を行い、受付期間中であっても、定員に

達したときは受付を締め切ることとする。

　　　※　受付専用電話以外での事前受付は、一切行わない。

　　イ�　事前（電話）申込みを行い事前受付番号を取得した者は、前記７⑵のとおり、

事前申込みを行った当日又はその翌日の午前９時00分から午後５時00分までの間

（正午から午後１時00分までの間を除く。）に、前記７⑶のとおり、住所地又は

海区漁業調整委員会
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究のために該当漁法により操業する場合は、この限りではない。

　　平成31年３月29日

筑前海区漁業調整委員会会長　本田　清一郎　　

１　浮きを使用した釣りの禁止

　次の（1）～（4）の区域において、浮きを使用した釣りを行ってはならない。ただ

し、いそ釣りは除く。

　⑴　長間礁（筑共第５号共同漁業権漁場）

　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　　（世界測地系）

ア　北緯33度42.285分、東経130度�8.138分

イ　北緯33度40.800分、東経130度�9.366分

ウ　北緯33度40.764分、東経130度10.571分

エ　北緯33度42.556分、東経130度�9.268分

　　　　　（日本測地系）

ア　北緯33度42.089分、東経130度�8.277分

イ　北緯33度40.603分、東経130度�9.505分

ウ　北緯33度40.567分、東経130度10.710分

エ　北緯33度42.360分、東経130度�9.407分

　⑵　小呂島（筑共第７号共同漁業権漁場）

　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　　（世界測地系）

ア　北緯33度54.046分、東経130度�0.587分

イ　北緯33度50.778分、東経130度�0.732分

ウ　北緯33度50.753分、東経130度�3.366分

エ　北緯33度54.018分、東経130度�3.512分

　　　　　（日本測地系）

ア　北緯33度53.851分、東経130度�0.725分

イ　北緯33度50.583分、東経130度�0.870分

ウ　北緯33度50.558分、東経130度�3.505分

エ��北緯33度53.823分、東経130度�3.651分

　⑶　灯台瀬（筑共第４号共同漁業権漁場）

　　　次のア、イ、ウ、エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域。

　　　　　（世界測地系）

ア　北緯33度39.159分、東経130度�6.264分

イ　北緯33度38.778分、東経130度�6.287分

ウ　北緯33度39.350分、東経130度�8.062分

エ　北緯33度40.358分、東経130度�7.159分

　　　　　（日本測地系）

ア　北緯33度38.962分、東経130度�6.402分

イ　北緯33度38.581分、東経130度�6.825分

ウ　北緯33度39.153分、東経130度�8.201分

エ　北緯33度40.162分、東経130度�7.298分

　⑷　烏帽子・地の瀬（筑共第２号共同漁業権漁場ほか）

　次のア、イ、ウ、エ、オ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域�

。

　　　　　（世界測地系）

ア　北緯33度42.614分、東経129度58.975分

イ　北緯33度41.001分、東経129度58.410分

ウ　北緯33度38.092分、東経130度�2.417分

エ　北緯33度38.699分、東経130度�4.955分

オ　北緯33度41.323分、東経130度�2.344分

　　　　　（日本測地系）

ア　北緯33度42.418分、東経129度59.113分

イ　北緯33度40.805分、東経129度58.548分

ウ　北緯33度37.895分、東経130度�2.555分

エ　北緯33度38.502分、東経130度�5.093分

オ　北緯33度41.127分、東経130度�2.482分

２　指示の有効期間
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４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年４月１日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年４月16日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年４月１日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第２号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2296回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2296回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

　　平成31（2019）年７月１日から平成32（2020）年３月31日まで

　公告

　福岡粕屋地区及び糸島地区における浮きを使用した釣りの制限に係る漁業調整委員会

の指示案について、平成31年１月11日から平成31年２月12日までの間、御意見を募集し

ました。

　その結果、提出された御意見はありませんでしたので、原案のとおり平成31年３月29

日に漁業調整委員会の指示を発動します。

　　平成31年３月29日

筑前海区漁業調整委員会会長　　本田　　清一郎　　

　問合せ先

　農林水産部水産局漁業管理課漁業調整係

　電話：092－643－3556

　メールアドレス：gyokan@pref.fukuoka.lg.jp

　西日本宝くじ事務協議会告示第１号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2295回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2295回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　150万通

雑　　　報

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 15本

２ 等 100,000円 150本

３ 等 10,000円 2,250本

４ 等 2,000円 11,250本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 200円 150,000本
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の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2297回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　150万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年４月17日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年４月30日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年４月17日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第４号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2298回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

３　発売総額及び通数　200,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　20組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年４月１日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年４月23日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年４月26日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年５月８日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第３号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2297回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 19本

２ 等 500,000円 20本

３ 等 50,000円 200本

４ 等 5,000円 2,000本

５ 等 1,000円 20,000本

６ 等 100円 200,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 3,000,000円 15本

２ 等 50,000円 60本

３ 等 10,000円 450本

４ 等 3,000円 7,500本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 200円 150,000本
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　西日本宝くじ事務協議会告示第５号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2299回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2299回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　200万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年５月１日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年５月20日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年５月１日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2298回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　250,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年４月27日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年５月14日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年５月17日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年５月22日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 24本

２ 等 300,000円 25本

３ 等 30,000円 500本

４ 等 5,000円 2,500本

５ 等 1,000円 25,000本

６ 等 100円 250,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 20本

２ 等 100,000円 180本

３ 等 10,000円 2,200本

４ 等 2,000円 20,000本

５ 等 1,000円 40,000本

６ 等 200円 200,000本
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９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第７号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2301回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2301回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　150万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年５月22日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年６月11日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年５月22日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第６号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2300回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2300回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　30組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年５月15日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年５月28日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年５月31日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年６月５日

８　当せん金の額及び当せんの数　

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 29本

２ 等 500,000円 30本

３ 等 30,000円 600本

４ 等 5,000円 3,000本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 100円 300,000本
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６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年６月14日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年６月19日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第９号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2303回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2303回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第８号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2302回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2302回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年５月29日から

　　　　　　　　　　　　平成31年６月11日まで

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 15本

２ 等 100,000円 150本

３ 等 10,000円 2,250本

４ 等 2,000円 11,250本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 200円 150,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 40,000,000円 １本

前 後 賞 5,000,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 24本

２ 等 1,000,000円 25本

３ 等 10,000円 2,500本

４ 等 2,000円 25,000本

５ 等 200円 250,000本

幸運のクーちゃん賞 100,000円 250本
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の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2304回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　150万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年６月12日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年７月１日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年６月12日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第11号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2305回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

３　発売総額及び通数　250,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年６月12日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年６月25日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年６月28日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年７月３日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第10号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2304回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 24本

２ 等 500,000円 25本

３ 等 50,000円 250本

４ 等 5,000円 2,500本

５ 等 10,000円 25,000本

６ 等 100円 250,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 15本

２ 等 100,000円 135本

３ 等 10,000円 2,250本

４ 等 2,000円 12,000本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 200円 150,000本
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　西日本宝くじ事務協議会告示第12号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2306回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2306回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　300,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　150万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年７月３日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年７月16日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年７月３日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2305回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　25組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年６月26日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年７月９日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年７月12日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年７月17日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 20,000,000円 １本

前 後 賞 5,000,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 24本

２ 等 1,000,000円 25本

３ 等 10,000円 2,500本

４ 等 2,000円 25,000本

５ 等 200円 250,000本

幸 運 の 女 神 賞 50,000円 500本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 3,000,000円 15本

２ 等 50,000円 60本

３ 等 10,000円 450本

４ 等 3,000円 7,500本

５ 等 1,000円 30,000本

６ 等 200円 150,000本
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　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第14号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2308回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2308回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　200,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　20組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年８月７日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年８月20日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年８月23日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年８月28日

８　当せん金の額及び当せんの数　

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第13号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2307回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2307回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　200万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年７月17日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年８月６日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年７月17日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 20本

２ 等 100,000円 180本

３ 等 10,000円 3,000本

４ 等 2,000円 16,000本

５ 等 1,000円 40,000本

６ 等 200円 200,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 19本
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８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第16号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2310回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2310回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　200,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　20組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　100円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年８月28日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年９月10日まで

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第15号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2309回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2309回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　200万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年８月７日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年８月26日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年８月７日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

２ 等 300,000円 20本

３ 等 50,000円 200本

４ 等 3,000円 4,000本

５ 等 1,000円 20,000本

６ 等 100円 200,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 20本

２ 等 100,000円 180本

３ 等 10,000円 3,000本

４ 等 2,000円 16,000本

５ 等 1,000円 40,000本

６ 等 200円 200,000本
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３　発売総額及び通数　500,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　250万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年８月28日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年９月17日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年８月28日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第18号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2312回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2312回西日本宝くじ

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年９月13日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年９月18日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第17号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2311回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2311回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 10,000,000円 １本

前 後 賞 2,500,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 19本

２ 等 250,000円 40本

３ 等 10,000円 1,000本

４ 等 5,000円 2,000本

５ 等 1,000円 20,000本

６ 等 100円 200,000本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 3,000,000円 25本

２ 等 50,000円 50本

３ 等 10,000円 1,000本

４ 等 3,000円 12,500本

５ 等 1,000円 50,000本

６ 等 200円 250,000本
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　鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・長崎・熊本

・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の各県知事及び北九州・福岡・広島・岡山・熊本の各市長

の名において

西日本宝くじ事務協議会会長　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　名　　　　　　　称　第2313回西日本宝くじ

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５　　

３　発売総額及び通数　400,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　200万通

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円　�

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年９月18日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年10月８日まで

６　当せん金支払開始日　平成31年９月18日　　

７　当せん金の額及び当せんの数　

８　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

２　受託銀行等の名称　株式会社みずほ銀行

　　及　び　所　在　地　東京都千代田区大手町１－５－５

３　発売総額及び通数　600,000,000円　　

　　　　　　　　　　　　10万通　30組

４　証 　 票 　 金 　 額　１枚　200円

５　発 　 売 　 期 　 間　平成31年９月11日から　　

　　　　　　　　　　　　平成31年９月23日まで

６　抽 　 せ 　 ん 　 日　平成31年９月26日　　

７　当せん金支払開始日　平成31年10月１日

８　当せん金の額及び当せんの数　

９　注意事項

　⑴�　受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこ

れらの者の相続人その他の一般継承人以外の者は、当せん金を受領することができ

ない。

　⑵　証票は転売できない。

　西日本宝くじ事務協議会告示第19号

　当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規定に基づき、第2313回西

日本宝くじの発売条件等を次のように定める。

　　平成31年３月29日

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 40,000,000円 １本

前 後 賞 5,000,000円 ２本

組 違 い 賞 100,000円 29本

２ 等 500,000円 30本

３ 等 10,000円 3,000本

４ 等 2,000円 30,000本

５ 等 200円 300,000本

十 五 夜 賞 70,000円 300本

等　　　　 級 当 せ ん 金 額 当せんの数

１ 等 1,000,000円 20本

２ 等 100,000円 180本

３ 等 10,000円 3,000本

４ 等 2,000円 16,000本

５ 等 1,000円 40,000本

６ 等 200円 200,000本




